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府 共 第 1 3 5 1 号  

令和７年 12 月 23 日  

 

都 道 府 県 知 事 

 各          殿 

   政令指定都市市長 

 

内閣府男女共同参画局長    

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に係る内閣府令等 

の改正について（通知） 

 

令和７年６月の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律

第 64 号。以下「法」という。）の改正を踏まえ、令和７年 11 月に、女性の職業生活

における活躍の推進に関する基本方針（令和７年 11月 25日閣議決定。以下「基本方

針」という。）の変更を行いました。 

今般、法改正及び基本方針の変更を受け、「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する

内閣府令」（令和７年内閣府令第 103号。以下「改正府令」という。）及び「事業主行

動計画策定指針の一部を改正する件」（令和７年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働

省告示第１号。以下「改正告示」という。）が公布・告示されました。 

これらの主な内容は下記のとおりですので、十分御了知いただき、法第 19 条に基

づく特定事業主行動計画の策定等及び法第 21 条に基づく情報の公表に遺漏のないよ

う、格別の配慮をお願いいたします。 

都道府県知事におかれましては、貴都道府県関係部局（知事部局のほか、議会事務

局、警察本部、教育委員会等を含む。）、貴管内市町村（政令指定都市を除き、特別区

を含む。）及び特別地方公共団体（一部事務組合・広域連合等（複数の都道府県にわた

るものを含む。））に対して、政令指定都市市長におかれましては、貴市関係部局（市

長部局のほか、議会事務局、消防本部、教育委員会等を含む。）に対して、改正府令、

改正告示及び本通知の内容を広く周知いただきますようお願いいたします。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規定

に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

第１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計

画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令 
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（１）女性の職業生活における活躍に関する状況の把握 

特定事業主行動計画を定める際の状況の把握について、法第 21 条の規定に基

づく女性の職業選択に資する情報の公表における区分と同様に、「その任用し、

又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供（以下「機会の

提供」という。）」と「その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する

勤務環境の整備」の区分とする。また、機会の提供の区分に、「女性の健康上の特

性に係る取組の状況」の項目を追加する。 

 

（２）特定事業主行動計画の軽微な変更 

法第 19条第３項及び第４項に規定する「軽微な変更」として、以下を定める。 

・関係法令の改正（条項の移動等当該法令等に規定する内容の実質的な変更を伴

わないものに限る。）に伴う規定の整理 

・上記に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更その他これらに

類する記載事項の修正に伴う変更 

 

（３）法第 21条の情報の公表 

法第 21 条の規定に基づく女性の職業選択に資する情報の公表について、以下

の項目は公表が必須であることを示す。 

・職員の男女の給与の額の差異 

・管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

・各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

・男女別の育児休業取得率及び男女別の育児休業の取得期間の分布状況 

・職員（非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。）のうち、管理的地位に

ある職員以外の職員一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を超えて命じ

られて勤務した時間 

 

（４）その他 

その他所要の規定の整備を行う。 

 

第２ 事業主行動計画策定指針の一部を改正する件（特定事業主行動計画に係る部分） 

（１） 女性の活躍の現状 

 公務部門において、女性職員の採用・登用の拡大は着実に進んでおり、男女と

もに仕事と育児・介護等を両立しやすい環境の整備も進んでいる一方、管理的地

位にある職員に占める女性職員の割合や男女の給与の額の差異等、残された課題

もあることを示す。 

 

（２） 女性の健康上の特性に係る取組 
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 女性の活躍に向けた課題及び具体的な取組として、以下の内容を示す。 

・健康上の課題は男女を問わず全ての人が抱える可能性のあるものであるが、特

に女性については、健康上の課題による就労への影響が大きく、昇進や管理職

になることを断念するなどのキャリア形成への妨げにもなっていること。 

・男女の性差を踏まえ、特に職場における女性の健康上の特性に係る取組が行わ

れることが望ましいこと。 

・一方、健康に関してはプライバシー保護が特に求められることも踏まえる必要

があることに留意が必要であること。 

・女性の健康上の特性への理解を深めるため、職場におけるヘルスリテラシー向

上のための取組や、女性が相談しやすい体制づくり等の取組を進めることが重

要であること。また、女性だけでなく職員全体を対象として取り組むことも有

効であること。 

 

（３） 状況把握・課題分析 

 改正府令による状況把握項目の見直し内容を反映し、女性の健康上の特性に係

る取組の状況として、女性の健康上の特性に関する研修や婦人科検診の受診の重

要性を含めた、健康上の課題に関する啓発等、職場におけるヘルスリテラシー向

上のための取組の実施状況、女性の健康上の特性への配慮のために利用すること

ができる休暇制度や柔軟な働き方を可能とする制度の周知の状況、女性が健康上

の課題を相談しやすい体制等の整備・周知の状況等を把握することを示す。 

 

（４） 数値目標の設定 

数値目標の設定に加え、定性的な目標を設定することも可能であることを示す。 

 

（５） 行動計画の推進体制 

改正府令において「軽微な変更」と規定された、関係法令の改正に伴う規定の

整理、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更等、行動計画の内容に直接関係しない

軽微な変更をする場合は、状況把握・課題分析及び職員に対する周知を行わなく

てもよいことを示す。 

 

（６） 情報の公表 

女性の職業選択に資する情報の公表に関し、以下の内容を示す。 

・改正府令により情報公表が必須となる、「職員の男女の給与の額の差異」、「管

理的地位にある職員に占める女性職員の割合」、「各役職段階にある職員に占め

る女性職員の割合」、「男女別の育児休業取得率及び男女別の育児休業の取得期

間の分布状況」及び「管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの一月当た

りの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間」については、内閣府男
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女共同参画局長、内閣官房内閣人事局人事政策統括官及び総務省自治行政局公

務員部長の定める方法によって算出し、公表すること。 

・公表が必須となる項目は、指標の大小それ自体のみに着目するのではなく、要

因及び課題の分析を行い、改善に向けて取り組んでいくことが重要であること。

また、公表するに当たっては、単に数値の情報を公表するだけでなく、要因及

び課題の分析の結果等のより詳細な情報や補足的な情報を公表することも可

能であり、このような追加的な情報公表を行うことが望ましいこと。 

・公表範囲そのものが特定事業主の女性活躍推進に対する姿勢を表すものとし

て、求職者の職業選択の要素となることに留意が必要であること。 

・特に、各府省等においては、率先垂範して進めるべき立場であることから、全

ての項目を公表するよう、積極的に取り組むものとすること。※ 

 ※基本方針において、「地方公共団体の機関等においても、各特定事業主の実

情に関する状況把握・課題分析の結果を勘案しつつ、国の各府省等における

取組も参考にしながら数値目標を設定し、より多くの項目を公表するなど、

主体的かつ積極的に取り組むことが望ましい」とされている。 

 

（７） その他 

   その他所要の規定の整備を行う。 

 

第３ 施行期日 

上記第１及び第２については令和８年４月１日から施行する。 

 

以上 



改

正

後

改

正

前

（
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
に
関
す
る
状

況
の
把
握
）

（
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
に
関
す
る
状

況
の
把
握
）

第
二
条

特
定
事
業
主
が
、
特
定
事
業
主
行
動
計
画

を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
、
当

該
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

か
ら
遡
っ
て
お
お
む
ね
二
年
以
内
の
一
年
間
に
お

け
る
そ
の
事
務
及
び
事
業
に
お
け
る
女
性
の
職
業

生
活
に
お
け
る
活
躍
に
関
す
る
状
況
の
把
握
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
イ
に
掲

げ
る
事
項
の
把
握
は
、
職
員
（
任
期
の
定
め
の
な

い
職
員
に
限
る
。
第
二
号
イ
並
び
に
第
七
条
第
一

項
た
だ
し
書
及
び
第
二
号
イ
並
び
に
第
三
項
第
二

号
に
お
い
て
同
じ
。）の
平
均
し
た
継
続
勤
務
年
数

の
男
女
の
差
異
の
把
握
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条

特
定
事
業
主
が
、
特
定
事
業
主
行
動
計
画

を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当

該
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

か
ら
遡
っ
て
お
お
む
ね
二
年
以
内
の
一
年
間
に
お

け
る
そ
の
事
務
及
び
事
業
に
お
け
る
女
性
の
職
業

生
活
に
お
け
る
活
躍
に
関
す
る
状
況
に
関
し
、
第

一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
二
十
三
号
に
掲
げ

る
事
項
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て

第
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を

把
握
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲

げ
る
事
項
の
把
握
は
、
職
員
（
任
期
の
定
め
の
な

い
職
員
に
限
る
。
第
二
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項

た
だ
し
書
及
び
第
二
号
イ
並
び
に
第
三
項
第
二
号

に
お
い
て
同
じ
。）の
平
均
し
た
継
続
勤
務
年
数
の

男
女
の
差
異
の
把
握
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

そ
の
任
用
し
、
又
は
任
用
し
よ
う
と
す
る
女

性
に
対
す
る
職
業
生
活
に
関
す
る
機
会
の
提
供

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヨ
に
掲
げ
る
事
項

並
び
に
必
要
に
応
じ
て
ホ
か
ら
カ
ま
で
及
び
タ

に
掲
げ
る
事
項

一

採
用
し
た
職
員
（
再
採
用
（
職
員
で
あ
っ
た

者
を
選
考
に
よ
り
再
び
採
用
す
る
こ
と
を
い

う
。
第
二
十
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
り
採
用

さ
れ
た
者
を
除
く
。
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
お
い
て
同
じ
。）に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合

イ

職
員
の
男
女
の
給
与
の
額
の
差
異

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
等
に
係
る

内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
等
に
係
る
内
閣

府
令
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て

い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

〇
内
閣
府
令
第
百
三
号

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び

に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
行
動
計

画
の
策
定
等
に
係
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗





ロ

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女
性

職
員
の
割
合

ハ

各
役
職
段
階
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女
性

職
員
の
割
合
及
び
そ
の
伸
び
率

ニ

採
用
し
た
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割

合
ホ

採
用
試
験
の
受
験
者
の
総
数
に
占
め
る
女

性
の
割
合

ヘ

民
間
企
業
に
お
け
る
実
務
の
経
験
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
経
験
を
有
す
る
者
の
採
用
又

は
妊
娠
、
出
産
、
育
児
若
し
く
は
介
護
等
を

理
由
と
し
て
退
職
し
た
職
員
で
あ
っ
た
者
の

採
用
の
男
女
別
の
実
績

ト

職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
及
び
そ

の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働

者
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確

保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）に
占
め
る
女
性
労
働
者
の

割
合

チ

前
年
度
の
開
始
の
日
に
お
け
る
各
役
職
段

階
の
職
員
の
数
に
対
す
る
当
該
役
職
段
階
か

ら
一
つ
上
の
各
役
職
段
階
に
当
該
年
度
の
開

始
の
日
ま
で
に
昇
任
し
た
職
員
の
数
の
男
女

別
の
割
合

リ

ヘ
に
規
定
す
る
採
用
（
第
七
条
第
一
項
第

一
号
ヘ
に
お
い
て
「
中
途
採
用
」
と
い
う
。）

を
し
た
者
を
管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
に
任

用
し
た
男
女
別
の
実
績

ヌ

職
員
の
人
事
評
価
の
結
果
に
お
け
る
男
女

の
差
異

ル

職
員
の
配
置
の
男
女
別
の
状
況

ヲ

職
員
の
人
材
育
成
を
目
的
と
し
た
教
育
訓

練
の
男
女
別
の
受
講
の
状
況

ワ

非
常
勤
職
員
又
は
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た

職
員
の
研
修
の
男
女
別
の
受
講
の
状
況

カ

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
、男
性
職
員（
管

理
的
地
位
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）及
び
女
性

職
員
（
管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）

の
そ
れ
ら
の
職
場
に
お
け
る
職
員
の
配
置
、

育
成
、
評
価
、
昇
任
及
び
性
別
に
よ
る
固
定

的
な
役
割
分
担
そ
の
他
の
職
場
風
土
等
に
関

す
る
意
識
（
カ
に
お
い
て
「
職
場
風
土
等
に

関
す
る
意
識
」
と
い
う
。）並
び
に
そ
の
指
揮

命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
男
女
の
派
遣
労
働

者
の
そ
の
職
場
に
お
け
る
職
場
風
土
等
に
関

す
る
意
識
（
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割
分

担
そ
の
他
の
職
場
風
土
等
に
関
す
る
も
の
に

限
る
。）

ヨ

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
対
策

の
整
備
状
況

タ

女
性
の
健
康
上
の
特
性
に
係
る
取
組
の
状

況

二

そ
の
任
用
す
る
職
員
の
職
業
生
活
と
家
庭
生

活
と
の
両
立
に
資
す
る
勤
務
環
境
の
整
備

次

の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
必
要
に

応
じ
て
ホ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

当
該
年
度
に
在
職
す
る
職
員
に
対
す
る
当
該

年
度
に
退
職（
自
己
都
合
に
よ
る
退
職
に
限
る
。

以
下
同
じ
。）し
た
職
員
の
割
合
の
男
女
の
差
異

及
び
当
該
年
度
に
退
職
し
た
職
員
の
年
齢
区
分

別
の
男
女
別
の
割
合

イ

当
該
年
度
に
在
職
す
る
職
員
に
対
す
る
当

該
年
度
に
退
職
（
自
己
都
合
に
よ
る
退
職
に

限
る
。
以
下
同
じ
。）し
た
職
員
の
割
合
の
男

女
の
差
異
及
び
当
該
年
度
に
退
職
し
た
職
員

の
年
齢
区
分
別
の
男
女
別
の
割
合

ロ

女
性
職
員
で
あ
っ
て
出
産
し
た
者
の
数
に

対
す
る
当
該
女
性
職
員
で
あ
っ
て
育
児
休
業

（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
第

一
項
に
定
め
る
育
児
休
業
、
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
育

児
休
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
休
業
で

あ
っ
て
法
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）を
し
た
者
の
数
の
割
合
及
び
男
性
職

員
で
あ
っ
て
配
偶
者
が
出
産
し
た
者
の
数
に

対
す
る
当
該
男
性
職
員
で
あ
っ
て
育
児
休
業

を
し
た
者
の
数
の
割
合
（
第
七
条
第
一
項
第

二
号
ロ
に
お
い
て
「
男
女
別
の
育
児
休
業
取

得
率
」
と
い
う
。）並
び
に
男
女
別
の
育
児
休

業
の
取
得
期
間
の
分
布
状
況
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ハ

男
性
職
員
で
あ
っ
て
配
偶
者
が
出
産
し
た

者
の
数
に
対
す
る
当
該
男
性
職
員
で
あ
っ
て

配
偶
者
出
産
休
暇
又
は
育
児
参
加
の
た
め
の

休
暇
（
人
事
院
規
則
一
五

一
四
（
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
第
二
十
二
条

第
一
項
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
に
規
定
す

る
休
暇
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
休
暇
で

あ
っ
て
法
令
又
は
地
方
公
務
員
法
第
二
十
四

条
第
五
項
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）を
取
得
し
た
者
の
数
の

割
合
（
第
七
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て

「
男
性
職
員
の
配
偶
者
出
産
休
暇
及
び
育
児

参
加
の
た
め
の
休
暇
取
得
率
」
と
い
う
。）及

び
そ
れ
ぞ
れ
の
休
暇
の
合
計
取
得
日
数
の
分

布
状
況

ニ

職
員
の
勤
務
時
間
の
状
況
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
事
項

国
の
行
政
機
関
の
内
部
部
局
、
地
方
公

共
団
体
の
機
関
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
五
十
五

条
及
び
第
百
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
設

置
さ
れ
た
行
政
機
関
を
除
く
。）そ
の
他
国

又
は
地
方
公
共
団
体
の
こ
れ
ら
に
類
す
る

機
関
（

に
お
い
て
「
内
部
部
局
等
」
と

い
う
。）に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
、
管
理

的
地
位
に
あ
る
職
員
と
そ
れ
以
外
の
職
員

そ
れ
ぞ
れ
の
一
人
当
た
り
の
各
月
ご
と
の

正
規
の
勤
務
時
間
（
一
般
職
の
職
員
の
勤

務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
三
号
。
以
下
「
勤
務
時

間
法
」
と
い
う
。）第
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
、
地
方
公
務
員

法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
基
づ
き
条
例
で

定
め
る
正
規
の
勤
務
時
間
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
勤
務
時
間
で
あ
っ
て
法
令
で
定

め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
超
え

て
命
じ
ら
れ
て
勤
務
し
た
時
間
及
び
超
過

勤
務
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
上
限
（
人

事
院
規
則
一
五

一
四
第
十
六
条
の
二
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
上
限
、
地
方
公
務

員
法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
基
づ
き
条
例

で
定
め
る
上
限
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

上
限
で
あ
っ
て
法
令
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て

勤
務
し
た
職
員
数

内
部
部
局
等
以
外
に
勤
務
す
る
職
員
の

う
ち
、
管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
と
そ
れ

以
外
の
職
員
そ
れ
ぞ
れ
の
一
人
当
た
り
の

各
月
ご
と
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て

命
じ
ら
れ
て
勤
務
し
た
時
間
及
び
超
過
勤

務
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
上
限
を
超
え

て
命
じ
ら
れ
て
勤
務
し
た
職
員
数

ホ

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
一

人
当
た
り
の
各
月
ご
と
の
部
署
ご
と
の
正
規

の
勤
務
時
間
を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て
勤
務
し

た
時
間
、
部
署
ご
と
の
超
過
勤
務
を
命
じ
る

こ
と
が
で
き
る
上
限
を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て

勤
務
し
た
職
員
数
並
び
に
そ
の
指
揮
命
令
の

下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
一
人
当
た
り

の
各
月
ご
と
の
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働

の
合
計
時
間

ヘ

職
員
の
年
次
休
暇
等
（
勤
務
時
間
法
第
十

七
条
に
規
定
す
る
年
次
休
暇
、
地
方
公
務
員

法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
基
づ
き
条
例
で
定

め
る
年
次
有
給
休
暇
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
休
暇
で
あ
っ
て
法
令
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）の
取
得
日
数
の
状
況

ト

職
員
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立

を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
（
育
児
休
業
並
び

に
配
偶
者
出
産
休
暇
及
び
育
児
参
加
の
た
め

の
休
暇
を
除
く
。）の
男
女
別
の
利
用
実
績

チ

職
員
の
在
宅
勤
務
、
情
報
通
信
技
術
を
活

用
し
た
勤
務
そ
の
他
の
柔
軟
な
働
き
方
に
資

す
る
制
度
の
男
女
別
の
利
用
実
績

﹇
号
を
削
る
。﹈

三

職
員
の
勤
務
時
間
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
事
項

イ

国
の
行
政
機
関
の
内
部
部
局
、
地
方
公
共

団
体
の
機
関
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
五
十
五
条
及
び

第
百
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た

行
政
機
関
を
除
く
。）そ
の
他
国
又
は
地
方
公

共
団
体
の
こ
れ
ら
に
類
す
る
機
関（
以
下「
内

部
部
局
等
」
と
い
う
。）に
勤
務
す
る
職
員
の
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ロ

内
部
部
局
等
以
外
に
勤
務
す
る
職
員
の
う

ち
、
管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
と
そ
れ
以
外

の
職
員
そ
れ
ぞ
れ
の
一
人
当
た
り
の
各
月
ご

と
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
命
じ
ら
れ

て
勤
務
し
た
時
間
及
び
超
過
勤
務
を
命
じ
る

こ
と
が
で
き
る
上
限
を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て

勤
務
し
た
職
員
数

う
ち
、
管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
と
そ
れ
以

外
の
職
員
そ
れ
ぞ
れ
の
一
人
当
た
り
の
各
月

ご
と
の
正
規
の
勤
務
時
間
（
一
般
職
の
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
。
以
下
「
勤
務
時

間
法
」
と
い
う
。）第
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
正
規
の
勤
務
時
間
、
地
方
公
務
員
法
第

二
十
四
条
第
五
項
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る

正
規
の
勤
務
時
間
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

勤
務
時
間
で
あ
っ
て
法
令
で
定
め
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て

勤
務
し
た
時
間
及
び
超
過
勤
務
を
命
じ
る
こ

と
が
で
き
る
上
限
（
人
事
院
規
則
一
五

一

四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
上

限
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
四
条
第
五
項
に

基
づ
き
条
例
で
定
め
る
上
限
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
上
限
で
あ
っ
て
法
令
で
定
め
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
超
え
て
命
じ
ら

れ
て
勤
務
し
た
職
員
数

﹇
号
を
削
る
。﹈

四

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女
性
職

員
の
割
合

﹇
号
を
削
る
。﹈

五

各
役
職
段
階
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女
性
職

員
の
割
合
及
び
そ
の
伸
び
率

﹇
号
を
削
る
。﹈

六

女
性
職
員
で
あ
っ
て
出
産
し
た
者
の
数
に
対

す
る
当
該
女
性
職
員
で
あ
っ
て
育
児
休
業
（
国

家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
に
定

め
る
育
児
休
業
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）

第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
育
児
休
業
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
休
業
で
あ
っ
て
法
令
で
定
め
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
し
た
者
の
数
の

割
合
及
び
男
性
職
員
で
あ
っ
て
配
偶
者
が
出
産

し
た
者
の
数
に
対
す
る
当
該
男
性
職
員
で
あ
っ

﹇
号
を
削
る
。﹈

七

男
性
職
員
で
あ
っ
て
配
偶
者
が
出
産
し
た
者

の
数
に
対
す
る
当
該
男
性
職
員
で
あ
っ
て
配
偶

者
出
産
休
暇
又
は
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇

（
人
事
院
規
則
一
五

一
四
第
二
十
二
条
第
一

項
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
に
規
定
す
る
休
暇

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
休
暇
で
あ
っ
て
法
令

又
は
地
方
公
務
員
法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
基

づ
き
条
例
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）を
取
得
し
た
者
の
数
の
割
合
（
第
六
条
第

一
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て
「
男
性
職
員
の
配
偶

者
出
産
休
暇
及
び
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
取

得
率
」
と
い
う
。）及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
休
暇
の
合

計
取
得
日
数
の
分
布
状
況

て
育
児
休
業
を
し
た
者
の
数
の
割
合
（
第
六
条

第
一
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
「
男
女
別
の
育
児

休
業
取
得
率
」
と
い
う
。）並
び
に
男
女
別
の
育

児
休
業
の
取
得
期
間
の
分
布
状
況

﹇
号
を
削
る
。﹈

八

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
対
策
の

整
備
状
況

﹇
号
を
削
る
。﹈

九

採
用
試
験
の
受
験
者
の
総
数
に
占
め
る
女
性

の
割
合

﹇
号
を
削
る
。﹈

十

職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
及
び
そ
の

指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及

び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
二
号

に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合

﹇
号
を
削
る
。﹈

十
一

職
員
の
配
置
の
男
女
別
の
状
況

﹇
号
を
削
る
。﹈

十
二

職
員
の
人
材
育
成
を
目
的
と
し
た
教
育
訓

練
の
男
女
別
の
受
講
の
状
況

﹇
号
を
削
る
。﹈

十
三

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
、男
性
職
員（
管

理
的
地
位
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）及
び
女
性
職

員
（
管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）の
そ

れ
ら
の
職
場
に
お
け
る
職
員
の
配
置
、
育
成
、

評
価
、
昇
任
及
び
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割

分
担
そ
の
他
の
職
場
風
土
等
に
関
す
る
意
識

（
以
下
本
号
に
お
い
て
「
職
場
風
土
等
に
関
す

る
意
識
」
と
い
う
。）並
び
に
そ
の
指
揮
命
令
の

下
に
労
働
さ
せ
る
男
女
の
派
遣
労
働
者
の
そ
の

職
場
に
お
け
る
職
場
風
土
等
に
関
す
る
意
識

（
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割
分
担
そ
の
他
の

職
場
風
土
等
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）
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﹇
号
を
削
る
。﹈

十
四

職
員
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立

を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
（
育
児
休
業
並
び
に

配
偶
者
出
産
休
暇
及
び
育
児
参
加
の
た
め
の
休

暇
を
除
く
。）の
男
女
別
の
利
用
実
績

﹇
号
を
削
る
。﹈

十
五

職
員
の
在
宅
勤
務
、
情
報
通
信
技
術
を
活

用
し
た
勤
務
そ
の
他
の
柔
軟
な
働
き
方
に
資
す

る
制
度
の
男
女
別
の
利
用
実
績

﹇
号
を
削
る
。﹈

十
六

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
一

人
当
た
り
の
各
月
ご
と
の
部
署
ご
と
の
正
規
の

勤
務
時
間
を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て
勤
務
し
た
時

間
、
部
署
ご
と
の
超
過
勤
務
を
命
じ
る
こ
と
が

で
き
る
上
限
を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て
勤
務
し
た

職
員
数
並
び
に
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ

せ
る
派
遣
労
働
者
一
人
当
た
り
の
各
月
ご
と
の

時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
の
合
計
時
間

﹇
号
を
削
る
。﹈

十
七

職
員
の
年
次
休
暇
等
（
勤
務
時
間
法
第
十

七
条
に
規
定
す
る
年
次
休
暇
、
地
方
公
務
員
法

第
二
十
四
条
第
五
項
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る

年
次
有
給
休
暇
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
休
暇

で
あ
っ
て
法
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）の
取
得
日
数
の
状
況

﹇
号
を
削
る
。﹈

十
八

前
年
度
の
開
始
の
日
に
お
け
る
各
役
職
段

階
の
職
員
の
数
に
対
す
る
当
該
役
職
段
階
か
ら

一
つ
上
の
各
役
職
段
階
に
当
該
年
度
の
開
始
の

日
ま
で
に
昇
任
し
た
職
員
の
数
の
男
女
別
の
割

合

﹇
号
を
削
る
。﹈

十
九

職
員
の
人
事
評
価
の
結
果
に
お
け
る
男
女

の
差
異

﹇
号
を
削
る
。﹈

二
十

民
間
企
業
に
お
け
る
実
務
の
経
験
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
経
験
を
有
す
る
者
の
採
用
（
再

採
用
を
除
く
。）又
は
妊
娠
、
出
産
、
育
児
若
し

く
は
介
護
等
を
理
由
と
し
て
退
職
し
た
職
員
で

あ
っ
た
者
の
採
用
の
男
女
別
の
実
績

﹇
号
を
削
る
。﹈

二
十
一

前
号
に
規
定
す
る
採
用
（
以
下
「
中
途

採
用
」
と
い
う
。）を
し
た
者
を
管
理
的
地
位
に

あ
る
職
員
に
任
用
し
た
男
女
別
の
実
績

﹇
号
を
削
る
。﹈

二
十
二

非
常
勤
職
員
又
は
臨
時
的
に
任
用
さ
れ

た
職
員
の
研
修
の
男
女
別
の
受
講
の
状
況

﹇
号
を
削
る
。﹈

二
十
三

職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異

２

特
定
事
業
主
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
把
握

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

事
項
は
、
そ
の
任
用
す
る
全
て
の
職
員
に
係
る
状

況
及
び
職
員
の
ま
と
ま
り
（
職
種
、
資
格
、
任
用

形
態
、
勤
務
形
態
そ
の
他
の
要
素
に
基
づ
き
、
特

定
の
職
員
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
人
事
の
事
務
を
行

う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職

員
の
ま
と
ま
り
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）ご
と
の
状

況
を
、
同
項
た
だ
し
書
、第
一
号
ニ
か
ら
ト
ま
で
、

同
号
ヌ
か
ら
カ
ま
で
並
び
に
第
二
号
イ
、
ロ
及
び

ニ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
は
、
職
員
の
ま
と

ま
り
ご
と
の
状
況
を
そ
れ
ぞ
れ
把
握
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

特
定
事
業
主
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
把
握

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
、第
一
号
、

第
二
号
、
第
六
号
、第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、

第
十
六
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号

及
び
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
職
員
の
ま

と
ま
り
（
職
種
、
資
格
、
任
用
形
態
、
勤
務
形
態

そ
の
他
の
要
素
に
基
づ
き
、
特
定
の
職
員
の
ま
と

ま
り
ご
と
に
人
事
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
予
定
し

て
い
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員
の
ま
と
ま
り
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）ご
と
の
状
況
を
、
同
項
第
二

十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
の
任
用
す
る
全
て

の
職
員
に
係
る
状
況
及
び
職
員
の
ま
と
ま
り
ご
と

の
状
況
を
、
そ
れ
ぞ
れ
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
目
標
）

（
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
目
標
）

第
三
条

特
定
事
業
主
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
第

二
号
の
目
標
を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
量

的
に
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち

一
以
上
の
事
項
を
選
択
し
、
当
該
事
項
に
関
連
す

る
目
標
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

特
定
事
業
主
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
第

二
号
の
目
標
を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
量

的
に
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち

一
以
上
の
事
項
を
選
択
し
、
当
該
事
項
に
関
連
す

る
目
標
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
任
用
し
、
又
は
任
用
し
よ
う
と
す
る
女

性
に
対
す
る
職
業
生
活
に
関
す
る
機
会
の
提
供

前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
タ
ま
で
に
掲
げ

る
事
項

一

そ
の
任
用
し
、
又
は
任
用
し
よ
う
と
す
る
女

性
に
対
す
る
職
業
生
活
に
関
す
る
機
会
の
提
供

前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、

第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
及
び
第
十
八
号
か

ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

そ
の
任
用
す
る
職
員
の
職
業
生
活
と
家
庭
生

活
と
の
両
立
に
資
す
る
勤
務
環
境
の
整
備

前

条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事

項

二

そ
の
任
用
す
る
職
員
の
職
業
生
活
と
家
庭
生

活
と
の
両
立
に
資
す
る
勤
務
環
境
の
整
備

前

条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
六
号
、
第
七

号
及
び
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
項

（
特
定
事
業
主
行
動
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
五
条

法
第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

関
係
法
令
の
改
正
（
条
項
の
移
動
等
当
該
法

令
に
規
定
す
る
内
容
の
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ

な
い
も
の
に
限
る
。）に
伴
う
規
定
の
整
理

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、誤
記
の
訂
正
、

人
又
は
物
の
呼
称
の
変
更
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
記
載
事
項
の
修
正
に
伴
う
変
更

（
法
第
十
九
条
第
六
項
の
実
施
状
況
の
公
表
）

（
法
第
十
九
条
第
六
項
の
実
施
状
況
の
公
表
）

第
六
条

﹇
略
﹈

第
五
条

﹇
同
上
﹈
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（
法
第
二
十
一
条
の
情
報
の
公
表
）

（
法
第
二
十
一
条
の
情
報
の
公
表
）

第
七
条

法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公

表
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号

イ
に
掲
げ
る
事
項
の
公
表
は
、
職
員
の
平
均
し
た

継
続
勤
務
年
数
の
男
女
の
差
異
の
公
表
を
も
っ
て

こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公

表
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
の
区
分
ご
と
に

第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
第
二
号
に
定
め
る
事

項
の
う
ち
、
特
定
事
業
主
が
女
性
の
職
業
選
択
に

資
す
る
も
の
と
し
て
適
切
と
認
め
る
も
の
を
そ
れ

ぞ
れ
一
以
上
公
表
す
る
と
と
も
に
、
原
則
と
し
て

第
一
号
ト
に
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
イ
に
掲

げ
る
事
項
の
公
表
は
、
職
員
の
平
均
し
た
継
続
勤

務
年
数
の
男
女
の
差
異
の
公
表
を
も
っ
て
こ
れ
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
任
用
し
、
又
は
任
用
し
よ
う
と
す
る
女

性
に
対
す
る
職
業
生
活
に
関
す
る
機
会
の
提
供

に
関
す
る
実
績

次
に
掲
げ
る
事
項
（
ニ
か
ら

ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
事

項
の
う
ち
特
定
事
業
主
が
女
性
の
職
業
選
択
に

資
す
る
も
の
と
し
て
適
切
と
認
め
る
も
の
を
一

以
上
）

一

そ
の
任
用
し
、
又
は
任
用
し
よ
う
と
す
る
女

性
に
対
す
る
職
業
生
活
に
関
す
る
機
会
の
提
供

に
関
す
る
実
績

次
の
い
ず
れ
か
の
事
項

イ

採
用
し
た
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割

合
ロ

採
用
試
験
の
受
験
者
の
総
数
に
占
め
る
女

性
の
割
合

イ

職
員
の
男
女
の
給
与
の
額
の
差
異

ロ

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女
性

職
員
の
割
合

ハ

各
役
職
段
階
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女
性

職
員
の
割
合

ニ

採
用
し
た
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割

合
ホ

採
用
試
験
の
受
験
者
の
総
数
に
占
め
る
女

性
の
割
合

ヘ

中
途
採
用
の
男
女
別
の
実
績

ト

職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
及
び
そ

の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働

者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合

ハ

職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
及
び
そ

の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働

者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合

ニ

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女
性

職
員
の
割
合

ホ

各
役
職
段
階
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女
性

職
員
の
割
合

ヘ

中
途
採
用
の
男
女
別
の
実
績

ト

職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異

二

そ
の
任
用
す
る
職
員
の
職
業
生
活
と
家
庭
生

活
と
の
両
立
に
資
す
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関

す
る
実
績

次
に
掲
げ
る
事
項
（
イ
、
ハ
、
ニ

か
ら

ま
で
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
当
該
事
項
の
う
ち
特
定
事
業
主
が
女
性

の
職
業
選
択
に
資
す
る
も
の
と
し
て
適
切
と
認

め
る
も
の
を
一
以
上
）

二

そ
の
任
用
す
る
職
員
の
職
業
生
活
と
家
庭
生

活
と
の
両
立
に
資
す
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関

す
る
実
績

次
の
い
ず
れ
か
の
事
項

﹇
イ
〜
ハ

略
﹈

﹇
イ
〜
ハ

同
上
﹈

ニ

職
員
（
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
に
任
用

さ
れ
た
職
員
を
除
く
。）の
勤
務
時
間
の
状
況

に
関
す
る
次
の
事
項

ニ

職
員
（
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
に
任
用

さ
れ
た
職
員
を
除
く
。）の
勤
務
時
間
の
状
況

に
関
す
る
次
の
一
以
上
の
事
項

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
以
外
の
職
員

一
人
当
た
り
の
一
月
当
た
り
の
正
規
の
勤

務
時
間
を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て
勤
務
し
た

時
間

内
部
部
局
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
う

ち
、
管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
と
そ
れ
以

外
の
職
員
の
双
方
又
は
一
方
の
、
一
人
当

た
り
の
一
月
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間

を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て
勤
務
し
た
時
間

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
以
外
の
職
員

に
占
め
る
、
超
過
勤
務
を
命
じ
る
こ
と
が

で
き
る
上
限
を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て
勤
務

し
た
職
員
の
割
合

内
部
部
局
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
う

ち
、
管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
と
そ
れ
以

外
の
職
員
の
双
方
又
は
一
方
の
、
超
過
勤

務
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
上
限
を
超
え

て
命
じ
ら
れ
て
勤
務
し
た
職
員
数

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
一
人
当
た
り

の
一
月
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超

え
て
命
じ
ら
れ
て
勤
務
し
た
時
間

﹇
加
え
る
。﹈

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
、

超
過
勤
務
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
上
限

を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て
勤
務
し
た
職
員
の

割
合

﹇
加
え
る
。﹈

﹇
号
の
細
分
を
削
る
。﹈

ホ

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
の

勤
務
時
間
の
状
況
に
関
す
る
次
の
一
以
上
の

事
項

職
員
一
人
当
た
り
の
一
月
当
た
り
の
正

規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て
勤

務
し
た
時
間
並
び
に
そ
の
指
揮
命
令
の
下

に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
一
人
当
た
り

の
一
月
当
た
り
の
時
間
外
労
働
及
び
休
日

労
働
の
合
計
時
間

超
過
勤
務
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
上

限
を
超
え
て
命
じ
ら
れ
て
勤
務
し
た
職
員

数

ホ

職
員
の
年
次
休
暇
等
の
取
得
日
数
の
状
況

ヘ

職
員
の
年
次
休
暇
等
の
取
得
日
数
の
状
況

﹇
号
の
細
分
を
削
る
。﹈

ト

職
員
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
年
次
休
暇
等
の

取
得
日
数
の
状
況
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２

特
定
事
業
主
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

事
項
は
、
そ
の
任
用
す
る
全
て
の
職
員
に
係
る
実

績
及
び
職
員
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
実
績
を
、
同
号

ニ
、
ホ
及
び
ト
並
び
に
第
二
号
ロ
、
ニ
及
び
ホ
に

掲
げ
る
事
項
は
、
職
員
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
実
績

を
、
そ
れ
ぞ
れ
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
一
の
職
員
の
ま
と
ま
り
に
属
す

る
職
員
の
数
が
職
員
の
総
数
の
十
分
の
一
に
満
た

な
い
職
員
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
場
合
は
、
勤
務
形

態
が
異
な
る
場
合
を
除
き
、
職
務
の
内
容
等
に
照

ら
し
、
類
似
の
職
員
の
ま
と
ま
り
と
合
わ
せ
て
一

の
職
員
の
ま
と
ま
り
と
し
て
公
表
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

２

特
定
事
業
主
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま

で
並
び
に
第
二
号
ロ
、
ホ
及
び
ト
に
掲
げ
る
事
項

は
、
職
員
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
実
績
を
、
同
項
第

一
号
ト
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
の
任
用
す
る
全
て

の
職
員
に
係
る
実
績
及
び
職
員
の
ま
と
ま
り
ご
と

の
実
績
を
、
そ
れ
ぞ
れ
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
職
員
の
ま
と
ま
り

に
属
す
る
職
員
の
数
が
職
員
の
総
数
の
十
分
の
一

に
満
た
な
い
職
員
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
場
合
は
、

勤
務
形
態
が
異
な
る
場
合
を
除
き
、
職
務
の
内
容

等
に
照
ら
し
、
類
似
の
職
員
の
ま
と
ま
り
と
合
わ

せ
て
一
の
職
員
の
ま
と
ま
り
と
し
て
公
表
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

特
定
事
業
主
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

公
表
に
併
せ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
の
公

表
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

特
定
事
業
主
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

公
表
に
併
せ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
の
公

表
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

各
役
職

段
階
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合

の
伸
び
率

一

第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項

各
役
職

段
階
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合

の
伸
び
率

二

第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

当
該
年

度
に
退
職
し
た
職
員
の
年
齢
区
分
別
の
男
女
別

の
割
合

二

第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

当
該
年

度
に
退
職
し
た
職
員
の
年
齢
区
分
別
の
男
女
別

の
割
合

﹇
号
を
削
る
。﹈

三

第
一
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項

内
部
部

局
等
以
外
に
勤
務
す
る
職
員
に
係
る
同
様
の
事

項

﹇
４
・
５

略
﹈

﹇
４
・
５

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
官
房
、
内

閣

府
、

総
務
省
、
厚
生
労
働
省

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二
部

一
般
事
業
主
行
動
計
画

第
二
部

一
般
事
業
主
行
動
計
画

第
一

女
性
の
活
躍
の
意
義
、
現
状
及
び
課
題

第
一

女
性
の
活
躍
の
意
義
、
現
状
及
び
課
題

一

（
略
）

一

（
略
）

二

女
性
の
活
躍
の
現
状

二

女
性
の
活
躍
の
現
状

我
が
国
の
雇
用
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合

は
四
割
を
超
え
て
い
る
。
一
方
、
そ
の
半
数

以
上
は
非
正
規
雇
用
労
働
者
で
あ
り
、ま
た
、

我
が
国
の
雇
用
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合

は
四
割
を
超
え
て
い
る
。
一
方
、
そ
の
半
数

以
上
は
非
正
社
員
で
あ
り
、
ま
た
、
管
理
職

管
理
職
以
上
に
登
用
さ
れ
て
い
る
女
性
の
割

合
は
二
割
程
度
と
低
い
水
準
と
な
っ
て
い

る
。

以
上
に
登
用
さ
れ
て
い
る
女
性
の
割
合
は
一

割
程
度
で
あ
り
、
先
進
諸
国
や
ア
ジ
ア
諸
国

と
比
較
し
て
も
、
特
に
低
い
水
準
と
な
っ
て

い
る
。

三

女
性
の
活
躍
に
向
け
た
課
題

三

女
性
の
活
躍
に
向
け
た
課
題

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機

会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
。
以
下
「
男

女
雇
用
機
会
均
等
法
」
と
い
う
。）の
制
定
か

ら
四
十
年
が
経
つ
が
、
依
然
と
し
て
、
我
が

国
に
は
、
以
下
の
と
お
り
、
採
用
か
ら
登
用

に
至
る
あ
ら
ゆ
る
雇
用
管
理
の
段
階
に
お
い

て
、
男
女
間
の
事
実
上
の
格
差
が
残
っ
て
い

る
。

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機

会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
。
以
下
「
男

女
雇
用
機
会
均
等
法
」
と
い
う
。）の
制
定
か

ら
三
十
年
以
上
が
経
つ
が
、
依
然
と
し
て
、

我
が
国
に
は
、
以
下
の
と
お
り
、
採
用
か
ら

登
用
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
雇
用
管
理
の
段
階
に

お
い
て
、
男
女
間
の
事
実
上
の
格
差
が
残
っ

て
い
る
。

我
が
国
の
女
性
の
活
躍
が
十
分
で
な
い
現

状
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
ま
ず
、
こ
う

し
た
男
女
間
の
事
実
上
の
格
差
か
ら
生
じ
て

お
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
固
定
的
な
性
別
役

割
分
担
意
識
と
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
長
時

間
労
働
等
の
働
き
方
が
あ
る
。

我
が
国
の
女
性
の
活
躍
が
十
分
で
な
い
現

状
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
ま
ず
、
こ
う

し
た
男
女
間
の
事
実
上
の
格
差
か
ら
生
じ
て

お
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
固
定
的
な
性
別
役

割
分
担
意
識
と
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
長
時

間
労
働
等
の
働
き
方
が
あ
る
。

（
略
）

（
略
）

配
置
・
育
成
・
教
育
訓
練

配
置
・
育
成
・
教
育
訓
練

企
業
内
の
配
置
に
お
い
て
性
別
の
偏
り

が
見
ら
れ
、
ま
た
、教
育
訓
練
に
当
た
り
、

Ｏ
ｆ
ｆ-

Ｊ
Ｔ
を
受
講
し
た
労
働
者
の
割

合
は
、
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
も
高
い
こ

と
等
を
踏
ま
え
、
男
女
間
に
お
け
る
教
育

訓
練
の
機
会
の
平
等
が
適
切
に
確
保
さ
れ

る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

企
業
内
の
配
置
に
お
い
て
性
別
の
偏
り

が
見
ら
れ
、
育
成
・
教
育
訓
練
の
中
心
を

Ｏ
Ｊ
Ｔ
が
占
め
る
職
場
が
多
い
中
、
配
置

に
お
け
る
性
別
の
偏
り
が
、
育
成
・
教
育

訓
練
の
格
差
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。ま
た
、

Ｏ
ｆ
ｆ-

Ｊ
Ｔ
に
お
い
て
も
、
将
来
的
な

育
成
に
向
け
た
教
育
訓
練
の
状
況
に
つ
い

て
、
男
女
間
で
格
差
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
の
中
、

組
織
内
の
多
様
性
を
高
め
、
様
々
な
人
材

の
能
力
を
活
か
す
こ
と
は
、
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
促
進
し
、
市
場
環
境
等
の
変
化

に
対
す
る
組
織
の
対
応
力
を
高
め
る
こ
と

か
ら
、
早
期
に
、
性
別
に
か
か
わ
ら
な
い

配
置
・
育
成
・
教
育
訓
練
に
切
り
替
え
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
の
中
、
組
織
内

の
多
様
性
を
高
め
、
様
々
な
人
材
の
能
力

を
活
か
す
こ
と
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

促
進
し
、
市
場
環
境
等
の
変
化
に
対
す
る

組
織
の
対
応
力
を
高
め
る
こ
と
か
ら
、
早

期
に
、
性
別
に
か
か
わ
ら
な
い
配
置
・
育

成
・
教
育
訓
練
に
切
り
替
え
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
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内
閣
官
房
、
内

閣

府
、

総
務
省
、
厚
生
労
働
省

告
示
第
一
号

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針

（
平
成
二
十
七
年
内
閣
官
房
、
内

閣

府
、

総
務
省
、
厚
生
労
働
省

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





継
続
就
業

継
続
就
業

女
性
の
第
一
子
出
産
前
後
の
継
続
就
業

率
は
約
七
割
と
上
昇
傾
向
に
あ
る
が
、
約

三
割
の
女
性
が
第
一
子
出
産
を
機
に
退
職

す
る
現
状
に
あ
る
。
仕
事
と
子
育
て
の
両

立
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
退

職
の
要
因
と
し
て
は
、
長
時
間
労
働
等
の

労
働
時
間
の
問
題
と
、
職
場
の
雰
囲
気
の

問
題
が
大
き
い
。
ま
た
、
仕
事
の
や
り
が

い
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も

継
続
就
業
に
大
き
く
影
響
す
る
。

依
然
と
し
て
、
約
五
割
の
女
性
が
第
一

子
出
産
を
機
に
退
職
す
る
現
状
に
あ
る
。

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
が
困
難
で
あ
る
こ

と
を
理
由
と
す
る
退
職
の
要
因
と
し
て

は
、
長
時
間
労
働
等
の
労
働
時
間
の
問
題

と
、
職
場
の
雰
囲
気
の
問
題
が
大
き
い
。

ま
た
、
仕
事
の
や
り
が
い
が
感
じ
ら
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
も
継
続
就
業
に
大
き

く
影
響
す
る
。

女
性
が
出
産
・
子
育
て
を
通
じ
て
働
き

続
け
ら
れ
る
職
場
と
し
て
い
く
こ
と
は
、

組
織
の
人
材
力
を
高
め
る
こ
と
に
貢
献
す

る
こ
と
か
ら
、
早
期
に
、
継
続
就
業
の
障

壁
と
な
っ
て
い
る
事
情
を
改
善
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

女
性
が
出
産
・
子
育
て
を
通
じ
て
働
き

続
け
ら
れ
る
職
場
と
し
て
い
く
こ
と
は
、

組
織
の
人
材
力
を
高
め
る
こ
と
に
貢
献
す

る
こ
と
か
ら
、
早
期
に
、
継
続
就
業
の
障

壁
と
な
っ
て
い
る
事
情
を
改
善
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

長
時
間
労
働
の
是
正
等
の
働
き
方
改
革

長
時
間
労
働
の
是
正
等
の
働
き
方
改
革

我
が
国
は
、
男
性
の
約
二
割
、
女
性
の

約
一
割
が
、
週
四
十
九
時
間
以
上
（
残
業

時
間
が
一
日
平
均
二
時
間
以
上
相
当
）
の

長
時
間
労
働
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
女

性
が
昇
進
を
望
ま
な
い
理
由
と
し
て
、
仕

事
と
家
庭
の
両
立
が
困
難
に
な
る
と
い
う

点
が
挙
げ
ら
れ
る
等
、
長
時
間
労
働
は
、

そ
の
職
場
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
の
大
き

な
障
壁
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
職
場

の
男
性
が
育
児
等
の
家
庭
責
任
を
果
た
す

こ
と
を
困
難
に
し
、
当
該
男
性
の
配
偶
者

で
あ
る
女
性
の
活
躍
の
障
壁
と
な
る
と
と

も
に
、
我
が
国
の
少
子
化
の
要
因
と
も

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
長
時
間
労

働
は
、
そ
の
職
場
だ
け
で
な
く
、
社
会
全

体
へ
負
の
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。

我
が
国
は
、
男
性
の
約
二
割
、
女
性
の

約
一
割
が
、
週
四
十
九
時
間
以
上
（
残
業

時
間
が
一
日
平
均
二
時
間
以
上
相
当
）
の

長
時
間
労
働
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
女

性
が
昇
進
を
望
ま
な
い
理
由
と
し
て
、
仕

事
と
家
庭
の
両
立
が
困
難
に
な
る
と
い
う

点
が
挙
げ
ら
れ
る
等
、
長
時
間
労
働
は
、

そ
の
職
場
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
の
大
き

な
障
壁
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
職
場

の
男
性
が
育
児
等
の
家
庭
責
任
を
果
た
す

こ
と
を
困
難
に
し
、
当
該
男
性
の
配
偶
者

で
あ
る
女
性
の
活
躍
の
障
壁
と
な
る
と
と

も
に
、
我
が
国
の
少
子
化
の
要
因
と
も

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
長
時
間
労

働
は
、
そ
の
職
場
だ
け
で
な
く
、
社
会
全

体
へ
負
の
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。

男
女
を
問
わ
ず
長
時
間
労
働
を
是
正

し
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
集
中
的
か
つ

効
率
的
に
業
務
を
行
う
方
向
へ
職
場
環
境

を
見
直
し
て
い
く
こ
と
は
、
時
間
当
た
り

の
労
働
生
産
性
を
高
め
、
組
織
の
競
争
力

を
高
め
る
こ
と
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ

り
、
早
期
に
、
男
女
を
問
わ
な
い
長
時
間

労
働
の
是
正
等
の
働
き
方
改
革
を
実
行
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

男
女
を
通
じ
て
長
時
間
労
働
を
是
正

し
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
集
中
的
か
つ

効
率
的
に
業
務
を
行
う
方
向
へ
職
場
環
境

を
見
直
し
て
い
く
こ
と
は
、
時
間
当
た
り

の
労
働
生
産
性
を
高
め
、
組
織
の
競
争
力

を
高
め
る
こ
と
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ

り
、
早
期
に
、
男
女
を
通
じ
た
長
時
間
労

働
の
是
正
等
の
働
き
方
改
革
を
実
行
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

・

（
略
）

・

（
略
）

意
欲
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
職
場

再
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
可
能
な
職
場

女
性
の
約
三
割
が
第
一
子
出
産
を
機
に

退
職
す
る
一
方
、
育
児
が
一
段
落
し
て
再

就
職
を
希
望
す
る
女
性
は
多
い
。し
か
し
、

そ
の
再
就
職
の
多
く
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
な
ど
の
非
正
規
雇
用
労
働
者
で
あ
り
、

働
く
時
間
・
日
を
選
べ
る
と
い
う
利
点
が

あ
る
一
方
、
必
ず
し
も
そ
の
意
欲
や
能
力

を
十
分
に
活
か
せ
る
雇
用
形
態
で
あ
る
と

は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
、

の

よ
う
に
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
い
公
正
な

採
用
が
必
ず
し
も
徹
底
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
採
用
時
の
雇
用
管
理
区
分

に
と
ら
わ
れ
ず
、
女
性
の
意
欲
と
能
力
を

発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
性
は
大
き

い
。

女
性
の
約
五
割
が
第
一
子
出
産
を
機
に

退
職
す
る
一
方
、
育
児
が
一
段
落
し
て
再

就
職
を
希
望
す
る
女
性
は
多
い
。し
か
し
、

そ
の
再
就
職
の
多
く
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
な
ど
の
非
正
社
員
で
あ
り
、
働
く
時

間
・
日
を
選
べ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
一

方
、
必
ず
し
も
そ
の
意
欲
や
能
力
を
十
分

に
活
か
せ
る
雇
用
形
態
で
あ
る
と
は
限
ら

な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
、
の
よ
う
に
、

性
別
に
か
か
わ
り
な
い
公
正
な
採
用
が
必

ず
し
も
徹
底
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
採
用
時
の
雇
用
管
理
区
分
に
と
ら
わ

れ
ず
、
女
性
の
意
欲
と
能
力
を
発
揮
で
き

る
よ
う
に
す
る
必
要
性
は
大
き
い
。

今
後
、生
産
年
齢
人
口
が
減
少
す
る
中
、

意
欲
や
能
力
の
あ
る
女
性
の
力
を
活
か
す

こ
と
は
、
人
材
確
保
の
上
で
有
効
な
方
策

で
あ
り
、
妊
娠
・
出
産
等
を
機
に
退
職
し

た
女
性
の
再
雇
用
・
中
途
採
用
や
、
意
欲

と
能
力
を
有
す
る
女
性
の
職
種
又
は
雇
用

形
態
の
転
換
を
早
期
に
進
め
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

今
後
、生
産
年
齢
人
口
が
減
少
す
る
中
、

意
欲
や
能
力
の
あ
る
女
性
の
力
を
活
か
す

こ
と
は
、
人
材
確
保
の
上
で
有
効
な
方
策

で
あ
り
、
妊
娠
・
出
産
等
を
機
に
退
職
し

た
女
性
の
再
雇
用
・
中
途
採
用
や
、
意
欲

と
能
力
を
有
す
る
女
性
の
職
種
又
は
雇
用

形
態
の
転
換
を
早
期
に
進
め
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

第
二

女
性
の
活
躍
推
進
及
び
行
動
計
画
策
定
に

向
け
た
手
順

第
二

女
性
の
活
躍
推
進
及
び
行
動
計
画
策
定
に

向
け
た
手
順

（
略
）

（
略
）

一

女
性
の
活
躍
推
進
に
向
け
た
体
制
整
備

一

女
性
の
活
躍
推
進
に
向
け
た
体
制
整
備

女
性
の
活
躍
推
進
に
向
け
た
組
織
ト
ッ

プ
の
関
与
・
実
務
体
制
の
整
備
等

女
性
の
活
躍
推
進
に
向
け
た
組
織
ト
ッ

プ
の
関
与
・
実
務
体
制
の
整
備
等

女
性
の
活
躍
推
進
に
向
け
た
取
組
を
効

果
的
に
行
う
た
め
に
は
、
組
織
全
体
の
理

解
の
下
に
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
組
織
の
ト
ッ
プ
自
ら
が
、
経

営
戦
略
と
し
て
も
女
性
の
活
躍
が
重
要
で

あ
る
と
い
う
問
題
意
識
を
人
事
労
務
担
当

部
署
と
共
有
し
、
組
織
全
体
で
女
性
の
活

躍
を
推
進
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
を
明

確
に
し
、
組
織
全
体
に
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
発
信
す
る
な
ど
に
よ
り
主
導
的
に
取
り

組
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

女
性
の
活
躍
推
進
に
向
け
た
取
組
を
効

果
的
に
行
う
た
め
に
は
、
組
織
全
体
の
理

解
の
下
に
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
組
織
の
ト
ッ
プ
自
ら
が
、
経

営
戦
略
と
し
て
も
女
性
の
活
躍
が
重
要
で

あ
る
と
い
う
問
題
意
識
を
人
事
労
務
担
当

部
署
と
共
有
し
、
組
織
全
体
で
女
性
の
活

躍
を
推
進
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
を
明

確
に
し
、
組
織
全
体
に
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
発
信
す
る
な
ど
に
よ
り
主
導
的
に
取
り

組
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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ま
た
、組
織
の
ト
ッ
プ
の
関
与
の
下
に
、

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
第
十
九
条
の
男
女

雇
用
機
会
均
等
推
進
者
等
の
専
任
の
担
当

者
を
配
置
す
る
な
ど
、
継
続
的
な
実
務
体

制
を
設
け
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。

ま
た
、組
織
の
ト
ッ
プ
の
関
与
の
下
に
、

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
第
十
三
条
の
二
の

男
女
雇
用
機
会
均
等
推
進
者
等
の
専
任
の

担
当
者
を
配
置
す
る
な
ど
、
継
続
的
な
実

務
体
制
を
設
け
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ

る
。

さ
ら
に
、
業
界
固
有
の
課
題
等
に
つ
い

て
は
、
業
界
団
体
等
を
通
じ
、
事
業
主
間

で
連
携
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
よ
り
効
果

的
な
課
題
解
決
策
を
模
索
し
て
い
く
こ
と

も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
業
界
固
有
の
課
題
等
に
つ
い

て
は
、
業
界
団
体
等
を
通
じ
、
事
業
主
間

で
連
携
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
よ
り
効
果

的
な
課
題
解
決
策
を
模
索
し
て
い
く
こ
と

も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
体
制
の

整
備

一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
体
制
の

整
備

一
般
事
業
主
行
動
計
画
（
三

ロ
を
除

き
、
以
下
第
二
部
に
お
い
て「
行
動
計
画
」

と
い
う
。）の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
非
正

規
雇
用
労
働
者
を
含
め
、
幅
広
い
男
女
労

働
者
の
理
解
と
協
力
を
得
な
が
ら
取
り
組

ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
例
え
ば
人
事
労
務
担
当
者
や
現
場
管

理
職
に
加
え
、
男
女
労
働
者
や
労
働
組
合

等
の
参
画
を
得
た
行
動
計
画
策
定
の
た
め

の
体
制
（
委
員
会
等
）
を
設
け
る
こ
と
が

効
果
的
で
あ
る
。

一
般
事
業
主
行
動
計
画
（
三

ロ
を
除

き
、
以
下
第
二
部
に
お
い
て「
行
動
計
画
」

と
い
う
。）の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
非
正

社
員
を
含
め
、
幅
広
い
男
女
労
働
者
の
理

解
と
協
力
を
得
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
例
え

ば
人
事
労
務
担
当
者
や
現
場
管
理
職
に
加

え
、
男
女
労
働
者
や
労
働
組
合
等
の
参
画

を
得
た
行
動
計
画
策
定
の
た
め
の
体
制

（
委
員
会
等
）
を
設
け
る
こ
と
が
効
果
的

で
あ
る
。

ま
た
、
法
に
基
づ
く
状
況
把
握
項
目
と

し
て
把
握
し
た
数
字
以
外
の
定
性
的
な
事

項
も
含
め
た
職
場
の
実
情
の
的
確
な
把
握

を
行
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。こ
の
た
め
、

行
動
計
画
の
策
定
の
過
程
に
お
い
て
、
必

要
に
応
じ
て
、
労
働
者
や
労
働
組
合
等
に

対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
意
見
交
換
等

を
実
施
す
る
な
ど
、
職
場
の
実
情
の
的
確

な
把
握
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
法
に
基
づ
く
状
況
把
握
項
目
と

し
て
把
握
し
た
数
字
以
外
の
定
性
的
な
事

項
も
含
め
た
職
場
の
実
情
の
的
確
な
把
握

を
行
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。こ
の
た
め
、

行
動
計
画
の
策
定
の
過
程
に
お
い
て
、
必

要
に
応
じ
て
、
労
働
者
や
労
働
組
合
等
に

対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
意
見
交
換
等

を
実
施
す
る
な
ど
、
職
場
の
実
情
の
的
確

な
把
握
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

状
況
把
握
・
課
題
分
析

二

状
況
把
握
・
課
題
分
析

（
略
）

（
略
）

状
況
把
握
・
課
題
分
析
の
方
法

状
況
把
握
・
課
題
分
析
の
方
法

我
が
国
の
事
業
主
に
お
い
て
は
、
と
り

わ
け
、
女
性
の
採
用
者
が
少
な
い
こ
と
、

第
一
子
出
産
前
後
の
女
性
の
継
続
就
業
が

我
が
国
の
事
業
主
に
お
い
て
は
、
と
り

わ
け
、
女
性
の
採
用
者
が
少
な
い
こ
と
、

第
一
子
出
産
前
後
の
女
性
の
継
続
就
業
が

こ
の
点
、
男
女
の
賃
金
の
額
の
差
異
の

状
況
は
、
行
動
計
画
の
策
定
等
に
よ
る
取

組
の
結
果
、
特
に
女
性
の
継
続
就
業
や
登

用
の
進
捗
を
測
る
観
点
か
ら
有
効
な
指
標

と
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、
当
該
状
況
の
把

握
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
常
時
雇
用
す

る
労
働
者
の
数
が
百
人
を
超
え
る
事
業
主

の
み
な
ら
ず
、
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の

数
が
百
人
以
下
の
事
業
主
に
つ
い
て
も
、

各
企
業
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
指

標
の
積
極
的
な
把
握
に
努
め
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

こ
の
点
、
男
女
の
賃
金
の
差
異
の
状
況

は
、
行
動
計
画
の
策
定
等
に
よ
る
取
組
の

結
果
、
特
に
女
性
の
継
続
就
業
や
登
用
の

進
捗
を
測
る
観
点
か
ら
有
効
な
指
標
と
な

り
得
る
こ
と
か
ら
、
当
該
状
況
の
把
握
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
常
時
雇
用
す
る
労

働
者
の
数
が
三
百
人
を
超
え
る
事
業
主
の

み
な
ら
ず
、
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数

が
三
百
人
以
下
の
事
業
主
に
つ
い
て
も
、

各
企
業
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
指

標
の
積
極
的
な
把
握
に
努
め
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

ま
た
、
各
事
業
主
の
実
情
に
応
じ
て
、

よ
り
深
く
課
題
分
析
を
行
う
た
め
に
他
に

適
切
な
状
況
把
握
の
項
目
や
課
題
分
析
の

方
法
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
項
目
の
状
況

把
握
や
当
該
方
法
に
よ
る
分
析
を
行
う
こ

と
も
効
果
的
で
あ
る
。

ま
た
、
各
事
業
主
の
実
情
に
応
じ
て
、

よ
り
深
く
課
題
分
析
を
行
う
た
め
に
他
に

適
切
な
状
況
把
握
の
項
目
や
課
題
分
析
の

方
法
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
項
目
の
状
況

把
握
や
当
該
方
法
に
よ
る
分
析
を
行
う
こ

と
も
効
果
的
で
あ
る
。

別
紙
一
の
第
一
欄
の
項
目
の
状
況
把

握
・
課
題
分
析
の
結
果
、
事
業
主
に
と
っ

て
課
題
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
事
項
に
つ

い
て
は
、
更
に
そ
の
原
因
の
分
析
を
深
め

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
課
題
分
析
は
、
各

事
業
主
の
実
情
に
応
じ
て
行
う
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
際
は
、
別
紙
一
の
第
二
欄
の

項
目
を
活
用
し
、
別
紙
二
の
方
法
も
参
考

に
、
課
題
分
析
を
行
う
こ
と
が
効
果
的
で

あ
る
。

別
紙
一
の
第
一
欄
の
項
目
の
状
況
把

握
・
課
題
分
析
の
結
果
、
事
業
主
に
と
っ

て
課
題
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
事
項
に
つ

い
て
は
、
更
に
そ
の
原
因
の
分
析
を
深
め

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
課
題
分
析
は
、
各

事
業
主
の
実
情
に
応
じ
て
行
う
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
際
は
、
別
紙
一
の
第
二
欄
の

項
目
を
活
用
し
、
別
紙
二
の
方
法
も
参
考

に
、
課
題
分
析
を
行
う
こ
と
が
効
果
的
で

あ
る
。

困
難
で
あ
る
こ
と
、
男
女
を
問
わ
な
い
長

時
間
労
働
の
状
況
が
あ
り
仕
事
と
家
庭
の

両
立
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
、
女
性
の
活
躍

度
合
い
を
測
る
重
要
な
指
標
の
一
つ
で
あ

る
管
理
職
に
占
め
る
女
性
比
率
が
低
い
こ

と
等
の
課
題
を
抱
え
る
場
合
が
多
い
。
こ

の
た
め
、
全
て
の
事
業
主
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
課
題
の
有
無
の
指
標
と
な
る
別
紙

一
の
第
一
欄
の
項
目
に
つ
い
て
、
状
況
把

握
を
行
い
、
課
題
分
析
を
行
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

困
難
で
あ
る
こ
と
、
男
女
を
通
じ
た
長
時

間
労
働
の
状
況
が
あ
り
仕
事
と
家
庭
の
両

立
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
、
女
性
の
活
躍
度

合
い
を
測
る
重
要
な
指
標
の
一
つ
で
あ
る

管
理
職
に
占
め
る
女
性
比
率
が
低
い
こ
と

等
の
課
題
を
抱
え
る
場
合
が
多
い
。
こ
の

た
め
、
全
て
の
事
業
主
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
の
課
題
の
有
無
の
指
標
と
な
る
別
紙
一

の
第
一
欄
の
項
目
に
つ
い
て
、
状
況
把
握

を
行
い
、
課
題
分
析
を
行
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
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三

行
動
計
画
の
策
定

三

行
動
計
画
の
策
定

（
略
）

（
略
）

計
画
期
間
の
決
定

計
画
期
間
の
決
定

法
は
令
和
十
七
年
度
ま
で
の
時
限
立
法

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
行
動
計
画
の
計
画

期
間
の
決
定
に
際
し
て
は
、
計
画
期
間
内

に
数
値
目
標
の
達
成
を
目
指
す
こ
と
を
念

頭
に
、
令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
七
年
度

ま
で
の
十
年
間
を
、
各
事
業
主
の
実
情
に

応
じ
て
お
お
む
ね
二
年
間
か
ら
五
年
間
に

区
切
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に
行
動
計
画

の
進
捗
を
検
証
し
な
が
ら
、
そ
の
改
定
を

行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

法
は
令
和
七
年
度
ま
で
の
時
限
立
法
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
行
動
計
画
の
計
画
期

間
の
決
定
に
際
し
て
は
、
計
画
期
間
内
に

数
値
目
標
の
達
成
を
目
指
す
こ
と
を
念
頭

に
、
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
令
和
七
年
度

ま
で
の
十
年
間
を
、
各
事
業
主
の
実
情
に

応
じ
て
お
お
む
ね
二
年
間
か
ら
五
年
間
に

区
切
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に
行
動
計
画

の
進
捗
を
検
証
し
な
が
ら
、
そ
の
改
定
を

行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
略
）

（
略
）

取
組
内
容
の
選
定
・
実
施
時
期
の
決
定

取
組
内
容
の
選
定
・
実
施
時
期
の
決
定

行
動
計
画
に
盛
り
込
む
取
組
内
容
を
決

定
す
る
に
際
し
て
は
、ま
ず
、状
況
把
握
・

課
題
分
析
の
結
果
、
数
値
目
標
の
設
定
を

行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
優
先
的
に
そ
の

数
値
目
標
の
達
成
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な

取
組
を
行
う
べ
き
か
検
討
を
行
う
こ
と
が

基
本
で
あ
る
。

行
動
計
画
に
盛
り
込
む
取
組
内
容
を
決

定
す
る
に
際
し
て
は
、ま
ず
、状
況
把
握
・

課
題
分
析
の
結
果
、
数
値
目
標
の
設
定
を

行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
優
先
的
に
そ
の

数
値
目
標
の
達
成
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な

取
組
を
行
う
べ
き
か
検
討
を
行
う
こ
と
が

基
本
で
あ
る
。

検
討
の
際
は
、組
織
全
体
に
わ
た
っ
て
、

性
別
に
か
か
わ
り
な
い
公
正
な
採
用
・
配

置
・
育
成
・
評
価
・
登
用
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
徹
底
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

検
討
の
際
は
、組
織
全
体
に
わ
た
っ
て
、

性
別
に
か
か
わ
り
な
い
公
正
な
採
用
・
配

置
・
育
成
・
評
価
・
登
用
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
徹
底
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

そ
の
上
で
、
我
が
国
全
体
で
み
る
と
、

第
一
子
出
産
前
後
の
継
続
就
業
が
困
難
な

こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
女
性
の

活
躍
推
進
に
早
期
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た

事
業
主
の
経
験
か
ら
は
、
両
立
支
援
制
度

の
整
備
の
み
を
進
め
て
も
、
両
立
支
援
制

度
を
利
用
し
な
が
ら
女
性
が
活
躍
し
て
い

く
こ
と
に
協
力
的
な
職
場
風
土
が
形
成
さ

れ
て
い
な
い
場
合
や
、
長
時
間
労
働
等
の

働
き
方
に
課
題
が
あ
る
職
場
の
場
合
は
、

十
分
な
効
果
が
現
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
職
場
風
土
や
長
時

間
労
働
等
の
働
き
方
に
関
す
る
課
題
を
有

す
る
事
業
主
に
お
い
て
は
、
併
せ
て
そ
の

是
正
に
取
り
組
む
こ
と
が
効
果
的
で
あ

る
。

そ
の
上
で
、
我
が
国
全
体
で
み
る
と
、

依
然
と
し
て
、
第
一
子
出
産
前
後
の
継
続

就
業
が
困
難
な
こ
と
が
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
が
、
女
性
の
活
躍
推
進
に
早

期
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
事
業
主
の
経
験

か
ら
は
、
両
立
支
援
制
度
の
整
備
の
み
を

進
め
て
も
、
両
立
支
援
制
度
を
利
用
し
な

が
ら
女
性
が
活
躍
し
て
い
く
こ
と
に
協
力

的
な
職
場
風
土
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
場

合
や
、
長
時
間
労
働
等
働
き
方
に
課
題
が

あ
る
職
場
の
場
合
は
、
十
分
な
効
果
が
現

れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
職
場
風
土
や
長
時
間
労
働
等
の
働
き

方
に
関
す
る
課
題
を
有
す
る
事
業
主
に
お

い
て
は
、
併
せ
て
そ
の
是
正
に
取
り
組
む

こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。

同
時
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
女
性
の
就

業
継
続
等
に
特
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
、

そ
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
を
阻
害
す

る
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
男
女
の
性
差
を
踏
ま
え
、
特
に

職
場
に
お
け
る
女
性
の
健
康
上
の
特
性
に

係
る
取
組
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
一
方
、
健
康
に
関
し
て
は
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
保
護
が
特
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
踏

ま
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要

で
あ
る
。
な
お
、
性
別
を
問
わ
ず
使
い
や

す
い
特
別
休
暇
制
度
の
整
備
及
び
職
場
全

体
の
働
き
方
改
革
等
、
女
性
だ
け
で
な
く

労
働
者
全
体
を
対
象
と
し
て
取
り
組
む
こ

と
も
有
効
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
取
組
内
容
に
つ
い
て
は
、
別

紙
二
の
方
法
を
参
考
に
、
内
容
及
び
実
施

時
期
を
併
せ
て
決
定
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
な
お
、
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、

計
画
期
間
終
了
時
ま
で
を
実
施
時
期
と
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
個
別
に

記
載
す
る
必
要
は
な
い
。

さ
ら
に
、
取
組
内
容
に
つ
い
て
は
、
別

紙
二
の
方
法
を
参
考
に
、
内
容
及
び
実
施

時
期
を
併
せ
て
決
定
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
な
お
、
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、

計
画
期
間
終
了
時
ま
で
を
実
施
時
期
と
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
個
別
に

記
載
す
る
必
要
は
な
い
。

（
略
）

（
略
）

四

労
働
者
に
対
す
る
行
動
計
画
の
周
知
・
公

表

四

労
働
者
に
対
す
る
行
動
計
画
の
周
知
・
公

表

労
働
者
に
対
す
る
周
知

労
働
者
に
対
す
る
周
知

策
定
又
は
変
更
し
た
行
動
計
画
に
つ
い

て
は
、
労
働
者
に
周
知
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
（
法
第
八
条
第
四
項
及
び
第

八
項
）。

策
定
又
は
変
更
し
た
行
動
計
画
に
つ
い

て
は
、
労
働
者
に
周
知
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
（
法
第
八
条
第
四
項
及
び
第

八
項
）。

行
動
計
画
に
定
め
た
数
値
目
標
の
達
成

に
向
け
て
組
織
全
体
で
取
り
組
む
た
め
、

ま
ず
は
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
を
含
め
た

全
て
の
労
働
者
が
そ
の
内
容
を
知
り
得
る

よ
う
に
、
書
面
の
交
付
や
電
子
メ
ー
ル
に

よ
る
送
付
等
適
切
な
方
法
で
周
知
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
組
織
ト
ッ

プ
の
主
導
の
下
、
管
理
職
や
人
事
労
務
担

当
者
に
対
す
る
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。

行
動
計
画
に
定
め
た
数
値
目
標
の
達
成

に
向
け
て
組
織
全
体
で
取
り
組
む
た
め
、

ま
ず
は
、
非
正
社
員
を
含
め
た
全
て
の
労

働
者
が
そ
の
内
容
を
知
り
得
る
よ
う
に
、

書
面
の
交
付
や
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
送
付

等
適
切
な
方
法
で
周
知
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
組
織
ト
ッ
プ
の
主
導

の
下
、
管
理
職
や
人
事
労
務
担
当
者
に
対

す
る
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。
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公
表

公
表

策
定
又
は
変
更
し
た
行
動
計
画
に
つ
い

て
は
、
公
表
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
（
法
第
八
条
第
五
項
及
び
第
八
項
）。

策
定
又
は
変
更
し
た
行
動
計
画
に
つ
い

て
は
、
公
表
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
（
法
第
八
条
第
五
項
及
び
第
八
項
）。

求
職
者
、
投
資
家
、
消
費
者
等
が
各
事

業
主
の
女
性
の
活
躍
推
進
に
向
け
た
姿
勢

や
取
組
等
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
と
と
も
に
、
事
業
主
間
で
効
果
的
な

取
組
等
を
情
報
共
有
し
、
社
会
全
体
の
女

性
の
活
躍
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
公
表
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
公
表
の
方
法
に

つ
い
て
は
、
求
職
者
等
が
容
易
に
閲
覧
で

き
る
方
法
に
よ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
観

点
か
ら
は
、
国
が
運
営
す
る
「
女
性
の
活

躍
推
進
企
業
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
へ
の
掲
載

が
最
も
適
切
で
あ
る
。な
お
、自
社
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
等
に
よ
る
こ
と
を
妨

げ
る
も
の
で
は
な
い
。

求
職
者
、
投
資
家
、
消
費
者
等
が
各
事

業
主
の
女
性
の
活
躍
推
進
に
向
け
た
姿
勢

や
取
組
等
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
と
と
も
に
、
事
業
主
間
で
効
果
的
な

取
組
等
を
情
報
共
有
し
、
社
会
全
体
の
女

性
の
活
躍
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
国
が
運

営
す
る
「
女
性
の
活
躍
推
進
企
業
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
や
自
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の

掲
載
等
適
切
な
方
法
で
公
表
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

五

行
動
計
画
の
推
進

五

行
動
計
画
の
推
進

行
動
計
画
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
一
の

の
委
員
会
等
の
行
動
計
画
の
策
定
の
た
め

の
体
制
（
例
え
ば
、
人
事
労
務
担
当
者
や
現

場
管
理
職
に
加
え
、
男
女
労
働
者
や
労
働
組

合
等
の
参
画
を
得
た
も
の
）
を
活
用
す
る
こ

と
が
効
果
的
で
あ
る
。
ま
た
、
定
期
的
に
、

数
値
目
標
の
達
成
状
況
や
、
行
動
計
画
に
基

づ
く
取
組
の
実
施
状
況
の
点
検
・
評
価
を
実

施
し
、
そ
の
結
果
を
そ
の
後
の
取
組
や
計
画

に
反
映
さ
せ
る
、
計
画
（P
la
n

）、
実
行

（D
o

）、
評
価
（C

h
eck

）、
改
善
（A

c‑

tio
n

）
の
サ
イ
ク
ル
（
以
下
「Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ

サ

イ
ク
ル
」
と
い
う
。）を
確
立
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

行
動
計
画
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
一
の

の
委
員
会
等
の
行
動
計
画
の
策
定
の
た
め

の
体
制
（
例
え
ば
、
人
事
労
務
担
当
者
や
現

場
管
理
職
に
加
え
、
男
女
労
働
者
や
労
働
組

合
等
の
参
画
を
得
た
も
の
）
を
活
用
す
る
こ

と
が
効
果
的
で
あ
る
。
ま
た
、
定
期
的
に
、

数
値
目
標
の
達
成
状
況
や
、
行
動
計
画
に
基

づ
く
取
組
の
実
施
状
況
の
点
検
・
評
価
を
実

施
し
、
そ
の
結
果
を
そ
の
後
の
取
組
や
計
画

に
反
映
さ
せ
る
、
計
画
（P

la
n

）、
実
行

（D
o

）、
評
価
（C

h
eck

）、
改
善
（A

c‑

tio
n

）
の
サ
イ
ク
ル
（
以
下
「Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ

サ

イ
ク
ル
」
と
い
う
。）を
確
立
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
、
行
動
計
画
の
策
定
に
際
し

て
状
況
把
握
を
行
っ
た
女
性
の
活
躍
に
関
す

る
状
況
の
数
値
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
も
、

併
せ
て
点
検
・
評
価
を
行
う
こ
と
が
効
果
的

で
あ
る
。
ま
た
、
取
組
の
結
果
を
測
る
た
め

の
指
標
で
あ
る
男
女
の
賃
金
の
額
の
差
異
の

状
況
に
つ
い
て
は
、
当
該
状
況
の
把
握
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
常
時
雇
用
す
る
労
働
者

そ
の
際
に
は
、
行
動
計
画
の
策
定
に
際
し

て
状
況
把
握
を
行
っ
た
女
性
の
活
躍
に
関
す

る
状
況
の
数
値
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
も
、

併
せ
て
点
検
・
評
価
を
行
う
こ
と
が
効
果
的

で
あ
る
。
ま
た
、
取
組
の
結
果
を
測
る
た
め

の
指
標
で
あ
る
男
女
の
賃
金
の
差
異
の
状
況

に
つ
い
て
は
、
当
該
状
況
の
把
握
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
る
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数

の
数
が
百
人
を
超
え
る
事
業
主
の
み
な
ら

ず
、
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
百
人
以

下
の
事
業
主
に
つ
い
て
も
、
各
企
業
の
実
情

を
踏
ま
え
つ
つ
、
積
極
的
な
把
握
に
努
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
行
動
計
画
の
改
定
に
向
け
た
検
討

は
、
職
場
の
実
情
を
踏
ま
え
た
実
施
状
況
の

的
確
な
点
検
を
基
に
行
う
こ
と
も
重
要
で
あ

り
、
必
要
に
応
じ
て
、
労
働
者
や
労
働
組
合

等
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
意
見
交
換

等
を
実
施
す
る
な
ど
、
職
場
の
実
情
の
的
確

な
把
握
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

が
三
百
人
を
超
え
る
事
業
主
の
み
な
ら
ず
、

常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
以
下

の
事
業
主
に
つ
い
て
も
、
各
企
業
の
実
情
を

踏
ま
え
つ
つ
、
積
極
的
な
把
握
に
努
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
行
動
計
画
の
改
定
に
向
け
た
検
討

は
、
職
場
の
実
情
を
踏
ま
え
た
実
施
状
況
の

的
確
な
点
検
を
基
に
行
う
こ
と
も
重
要
で
あ

り
、
必
要
に
応
じ
て
、
労
働
者
や
労
働
組
合

等
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
意
見
交
換

等
を
実
施
す
る
な
ど
、
職
場
の
実
情
の
的
確

な
把
握
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

六

情
報
の
公
表

六

情
報
の
公
表

（
略
）

（
略
）

情
報
の
公
表
の
項
目
及
び
方
法

情
報
の
公
表
の
項
目
及
び
方
法

情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
常
時
雇
用

す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
を
超
え
る
事

業
主
に
つ
い
て
は
別
紙
三
の

及
び

の

区
分
の
項
目
（

及
び

を
除
く
。）

の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
以
上
か
つ
別
紙

三
の

及
び

の
項
目
を
、
常
時
雇
用
す

る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
以
下
の
事
業
主

に
つ
い
て
は
別
紙
三
の
項
目
（

、

、

及
び

を
除
く
。）の
中
か
ら
一
つ

以
上
か
つ
別
紙
三
の

及
び

に
つ
い

て
、
行
う
必
要
が
あ
る
（
常
時
雇
用
す
る

労
働
者
の
数
が
百
人
以
下
の
事
業
主
の
場

合
は
別
紙
三
の
項
目
の
中
か
ら
一
つ
以
上

公
表
す
る
こ
と
が
努
力
義
務
）。
そ
の
際

に
は
、
行
動
計
画
策
定
の
際
に
状
況
把

握
・
課
題
分
析
し
た
項
目
か
ら
選
択
す
る

こ
と
が
基
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
他
、
事
業
主
は
、
別
紙
三
の

及
び

の
項
目
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
常
時
雇
用

す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
を
超
え
る
事

業
主
に
つ
い
て
は
別
紙
三
の

及
び

の

区
分
の
項
目
（

及
び

並
び
に

を
除
く
。）の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
以
上

か
つ
別
紙
三
の

の
項
目
を
、
常
時
雇

用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
以
下
の
事

業
主
に
つ
い
て
は
別
紙
三
の
項
目
（

及
び

を
除
く
。）の
中
か
ら
一
つ
以
上

を
選
択
し
て
、
国
が
運
営
す
る
「
女
性
の

活
躍
推
進
企
業
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
や
自
社

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
等
、
求
職
者

が
容
易
に
閲
覧
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
行

う
必
要
が
あ
る
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者

の
数
が
百
人
以
下
の
事
業
主
の
場
合
は
努

力
義
務
）。
そ
の
際
に
は
、
行
動
計
画
策

定
の
際
に
状
況
把
握
・
課
題
分
析
し
た
項

目
か
ら
選
択
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
事
業
主
は
、
別

紙
三
の

及
び

の
項
目
を
公
表
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

管
理
的
地
位
に
あ
る
労
働
者
に
占
め
る

女
性
労
働
者
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
常
時

雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
百
人
を
超
え
る

事
業
主
に
対
し
て
一
律
に
公
表
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
よ
り
求
職

者
の
企
業
選
択
に
資
す
る
よ
う
、
比
較
可
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能
な
実
績
を
公
表
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、当
該
項
目
に
つ
い
て
は
、

そ
の
実
績
を
、
厚
生
労
働
省
雇
用
環
境
・

均
等
局
長
が
定
め
る
方
法
（
以
下
「
管
理

的
地
位
に
あ
る
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労

働
者
の
割
合
に
係
る
共
通
の
計
算
方
法
」

と
い
う
。）に
よ
っ
て
算
出
し
、
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。

そ
の
際
、
管
理
的
地
位
に
あ
る
労
働
者

に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
に
つ
い
て

は
、
指
標
の
大
小
そ
れ
自
体
の
み
に
着
目

す
る
の
で
は
な
く
、
要
因
及
び
課
題
の
分

析
を
行
い
、
改
善
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

事
業
主
が
、
管
理
的
地
位
に
あ
る
労
働
者

に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
に
係
る
共

通
の
計
算
方
法
で
算
出
し
た
数
値
を
公
表

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
単
に
数
値
の
情
報

を
公
表
す
る
だ
け
で
な
く
、
要
因
及
び
課

題
の
分
析
の
結
果
等
の
よ
り
詳
細
な
情
報

や
補
足
的
な
情
報
を
公
表
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
り
、
事
業
主
は
こ
の
よ
う
な
追
加

的
な
情
報
公
表
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し

い
。男

女
の
賃
金
の
額
の
差
異
に
つ
い
て

は
、
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
百
人

を
超
え
る
事
業
主
に
対
し
て
一
律
に
公
表

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

よ
り
求
職
者
の
企
業
選
択
に
資
す
る
よ

う
、
比
較
可
能
な
実
績
を
公
表
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
当
該
項
目

に
つ
い
て
は
、
そ
の
雇
用
す
る
全
て
の
労

働
者
に
係
る
実
績
及
び
雇
用
管
理
区
分
ご

と
の
実
績
を
、
厚
生
労
働
省
雇
用
環
境
・

均
等
局
長
が
定
め
る
方
法
（
以
下
「
男
女

の
賃
金
の
額
の
差
異
に
係
る
共
通
の
計
算

方
法
」
と
い
う
。）に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
算

出
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

別
紙
三
の

の
項
目
に
つ
い
て
は
、

常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
を

超
え
る
事
業
主
に
対
し
て
一
律
に
公
表
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
よ

り
求
職
者
の
企
業
選
択
に
資
す
る
よ
う
、

比
較
可
能
な
実
績
を
公
表
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
当
該
項
目
に
つ

い
て
は
、
そ
の
雇
用
す
る
全
て
の
労
働
者

に
係
る
実
績
及
び
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の

実
績
を
、
厚
生
労
働
省
雇
用
環
境
・
均
等

局
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

算
出
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
際
、
男
女
の
賃
金
の
額
の
差
異
に

つ
い
て
は
、
指
標
の
大
小
そ
れ
自
体
の
み

に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
要
因
及
び
課

題
の
分
析
を
行
い
、
改
善
に
向
け
て
取
り

公
表
に
際
し
て
は
、
よ
り
求
職
者
の
企

業
選
択
に
資
す
る
よ
う
、
情
報
の
公
表
項

目
と
併
せ
て
、
行
動
計
画
を
一
体
的
に
閲

覧
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。

公
表
に
際
し
て
は
、
よ
り
求
職
者
の
企

業
選
択
に
資
す
る
よ
う
、
情
報
の
公
表
項

目
と
併
せ
て
、
行
動
計
画
を
一
体
的
に
閲

覧
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。

組
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
事
業
主
が
、
男
女
の
賃
金
の
額
の

差
異
に
係
る
共
通
の
計
算
方
法
で
算
出
し

た
数
値
を
公
表
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
単

に
数
値
の
情
報
を
公
表
す
る
だ
け
で
な

く
、
要
因
及
び
課
題
の
分
析
の
結
果
等
の

よ
り
詳
細
な
情
報
や
補
足
的
な
情
報
を
公

表
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
事
業
主
は

こ
の
よ
う
な
追
加
的
な
情
報
公
表
を
行
う

こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
別
紙
三
の
項
目
に
つ
い
て
は
、

必
ず
し
も
全
て
の
項
目
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
が
、
公
表
範

囲
そ
の
も
の
が
事
業
主
の
女
性
活
躍
推
進

に
対
す
る
姿
勢
を
表
す
も
の
と
し
て
、
求

職
者
の
企
業
選
択
の
要
素
と
な
る
こ
と
に

留
意
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
別
紙
三
の
項
目
に
つ
い
て
は
、

必
ず
し
も
全
て
の
項
目
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
が
、
公
表
範

囲
そ
の
も
の
が
事
業
主
の
女
性
活
躍
推
進

に
対
す
る
姿
勢
を
表
す
も
の
と
し
て
、
求

職
者
の
企
業
選
択
の
要
素
と
な
る
こ
と
に

留
意
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
公
表
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
求

職
者
が
容
易
に
閲
覧
で
き
る
方
法
に
よ
る

必
要
が
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
は
、
国
が

運
営
す
る
「
女
性
の
活
躍
推
進
企
業
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
」
へ
の
掲
載
が
最
も
適
切
で
あ

る
。
な
お
、
自
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の

掲
載
等
に
よ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は

な
い
。

（
略
）

（
略
）

七

（
略
）

七

（
略
）

第
三

（
略
）

第
三

（
略
）

第
三
部

特
定
事
業
主
行
動
計
画

第
三
部

特
定
事
業
主
行
動
計
画

第
一

女
性
の
活
躍
の
意
義
及
び
現
状

第
一

女
性
の
活
躍
の
意
義
及
び
現
状

一

（
略
）

一

（
略
）

二

女
性
の
活
躍
の
現
状

二

女
性
の
活
躍
の
現
状

公
務
部
門
に
お
い
て
、
女
性
職
員
の
採

用
・
登
用
の
拡
大
は
着
実
に
進
ん
で
お
り
、

男
女
と
も
に
仕
事
と
育
児
・
介
護
等
を
両
立

し
や
す
い
環
境
の
整
備
も
進
ん
で
い
る
。
一

公
務
部
門
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
は
、
女

性
職
員
の
採
用
・
登
用
の
拡
大
な
ど
着
実
に

進
ん
で
お
り
、
こ
の
動
き
を
更
に
加
速
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
特
定
事
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第
二

女
性
の
活
躍
に
向
け
た
課
題
及
び
具
体
的

な
取
組

第
二

女
性
の
活
躍
に
向
け
た
課
題
及
び
具
体
的

な
取
組

（
略
）

（
略
）

一

採
用

一

採
用

採
用
者
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
は
、

近
年
、
国
家
公
務
員
（
採
用
試
験
全
体
及
び

総
合
職
試
験
）
及
び
都
道
府
県
の
地
方
公
務

員
（
大
学
卒
業
程
度
）
で
四
割
に
近
い
水
準

に
、
市
町
村
の
地
方
公
務
員
で
は
約
五
割
の

水
準
に
拡
大
し
て
き
て
い
る
。
女
性
の
活
躍

に
向
け
て
は
、
そ
の
入
口
と
な
る
女
性
職
員

の
採
用
の
拡
大
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

採
用
試
験
の
女
性
受
験
者
・
合
格
者
の
拡
大

に
向
け
、
積
極
的
な
広
報
活
動
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
多
様
な
人
材
確
保
等
の
観
点
か

ら
、
中
途
採
用
の
拡
大
や
、
育
児
等
を
理
由

に
国
家
公
務
員
・
地
方
公
務
員
を
中
途
退
職

し
た
女
性
が
再
度
公
務
に
お
い
て
活
躍
で
き

る
取
組
を
進
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

採
用
者
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
は
、

近
年
、
国
家
公
務
員
（
採
用
試
験
全
体
及
び

総
合
職
試
験
）
及
び
都
道
府
県
の
地
方
公
務

員
（
大
学
卒
業
程
度
）
で
三
割
を
超
え
る
水

準
に
、
市
町
村
の
地
方
公
務
員
で
は
約
五
割

の
水
準
に
拡
大
し
て
き
て
い
る
。
女
性
の
活

躍
に
向
け
て
は
、
そ
の
入
口
と
な
る
女
性
職

員
の
採
用
の
拡
大
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
採
用
試
験
の
女
性
受
験
者
・
合
格
者
の

拡
大
に
向
け
、
積
極
的
な
広
報
活
動
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
多
様
な
人
材
確
保
等
の
観

点
か
ら
、
中
途
採
用
の
拡
大
や
、
育
児
等
を

理
由
に
国
家
公
務
員
・
地
方
公
務
員
を
中
途

退
職
し
た
女
性
が
再
度
公
務
に
お
い
て
活
躍

で
き
る
取
組
を
進
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ

る
。

方
、
管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女

性
職
員
の
割
合
や
男
女
の
給
与
の
額
の
差
異

等
、
残
さ
れ
た
課
題
も
あ
る
。

業
主
に
よ
っ
て
、
女
性
職
員
の
採
用
・
登
用

の
状
況
、
男
女
が
共
に
育
児
・
介
護
等
と
両

立
し
て
活
躍
し
や
す
い
環
境
で
あ
る
か
等
の

状
況
は
様
々
で
あ
る
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

継
続
勤
務

三

継
続
勤
務

我
が
国
の
女
性
の
年
齢
階
級
別
労
働
力
率

は
、
Ｍ
字
カ
ー
ブ
の
底
が
浅
く
な
り
、
台
形

に
近
づ
い
て
い
る
が
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立

に
困
難
を
抱
え
る
女
性
は
多
い
。
男
女
を
問

わ
ず
、
長
時
間
勤
務
を
始
め
と
す
る
両
立
を

阻
む
職
場
の
課
題
の
改
善
や
、
テ
レ
ワ
ー
ク

や
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
等
を
活
用
し
た
柔

軟
な
働
き
方
の
推
進
に
取
り
組
む
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

我
が
国
の
女
性
の
年
齢
階
級
別
労
働
力
率

は
、
Ｍ
字
カ
ー
ブ
を
描
い
て
い
る
も
の
の
、

以
前
よ
り
М
字
の
底
は
浅
く
な
り
、
そ
の
年

齢
は
上
昇
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
体

の
離
職
率
が
低
い
場
合
で
も
、
近
年
の
晩
婚

化
・
晩
産
化
の
傾
向
に
留
意
し
つ
つ
、
年
代

別
の
離
職
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
両
立
を
阻

む
職
場
の
課
題
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
男
女
を
通
じ
た
テ
レ
ワ
ー
ク
・
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
活
用
し
た
柔
軟
な
働

き
方
の
推
進
は
、
能
率
的
な
公
務
運
営
に
も

資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

四

（
略
）

四

（
略
）

五

長
時
間
勤
務
の
是
正
等
の
男
女
双
方
の
働

き
方
改
革

五

長
時
間
勤
務
の
是
正
等
の
男
女
双
方
の
働

き
方
改
革

女
性
職
員
が
活
躍
で
き
る
職
場
を
作
る
た

め
に
は
、
男
女
双
方
の
職
員
の
働
き
方
改
革

に
よ
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実

現
が
不
可
欠
で
あ
る
。
中
で
も
長
時
間
勤
務

は
、
そ
の
職
場
に
お
け
る
女
性
職
員
の
活
躍

の
大
き
な
障
壁
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
男
性

職
員
の
家
事
・
育
児
・
介
護
等
の
分
担
を
困

難
に
し
、
当
該
男
性
職
員
の
配
偶
者
で
あ
る

女
性
の
活
躍
の
障
壁
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

女
性
職
員
が
活
躍
で
き
る
職
場
を
作
る
た

め
に
は
、
男
女
双
方
の
職
員
の
働
き
方
改
革

に
よ
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実

現
が
不
可
欠
で
あ
る
。
中
で
も
長
時
間
勤
務

は
、
そ
の
職
場
に
お
け
る
女
性
職
員
の
活
躍

の
大
き
な
障
壁
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
男
性

職
員
の
家
事
・
育
児
・
介
護
等
の
分
担
を
困

難
に
し
、
当
該
男
性
職
員
の
配
偶
者
で
あ
る

女
性
の
活
躍
の
障
壁
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

男
女
を
問
わ
ず
長
時
間
勤
務
を
是
正
し
、

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
集
中
的
・
効
率
的
に

業
務
を
行
う
方
向
へ
職
場
環
境
を
見
直
し
て

い
く
こ
と
は
、
生
産
性
を
高
め
、
組
織
の
競

争
力
を
高
め
る
こ
と
に
も
貢
献
す
る
も
の
で

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
価
値
観
・

意
識
を
大
き
く
改
革
す
る
と
と
も
に
、
職
場

に
お
け
る
仕
事
の
抜
本
的
な
改
革
、
働
く
時

間
と
場
所
の
柔
軟
化
を
進
め
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

男
女
を
通
じ
て
長
時
間
勤
務
を
是
正
し
、

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
集
中
的
・
効
率
的
に

業
務
を
行
う
方
向
へ
職
場
環
境
を
見
直
し
て

い
く
こ
と
は
、
生
産
性
を
高
め
、
組
織
の
競

争
力
を
高
め
る
こ
と
に
も
貢
献
す
る
も
の
で

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
価
値
観
・

意
識
を
大
き
く
改
革
す
る
と
と
も
に
、
職
場

に
お
け
る
仕
事
の
抜
本
的
な
改
革
、
働
く
時

間
と
場
所
の
柔
軟
化
を
進
め
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
多
様
な
人
材
を
活
か
す
業
務

運
営
及
び
生
産
性
の
重
視
並
び
に
効
率
的
な

業
務
運
営
等
の
取
組
に
係
る
人
事
評
価
へ
の

適
切
な
反
映
等
に
つ
い
て
の
組
織
の
ト
ッ
プ

に
よ
る
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
継
続
的
な
発

信
や
、
テ
レ
ワ
ー
ク
や
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

制
等
の
柔
軟
な
働
き
方
の
推
進
や
制
度
の
円

滑
な
運
用
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
必
要
が

あ
る
。

こ
の
た
め
、
多
様
な
人
材
を
活
か
す
業
務

運
営
及
び
生
産
性
の
重
視
並
び
に
効
率
的
な

業
務
運
営
等
の
取
組
に
係
る
人
事
評
価
へ
の

適
切
な
反
映
等
に
つ
い
て
の
組
織
の
ト
ッ
プ

に
よ
る
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
継
続
的
な
発

信
や
、
テ
レ
ワ
ー
ク
・
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

制
の
推
進
や
制
度
の
円
滑
な
運
用
に
向
け
た

取
組
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

六

家
事
、
育
児
や
介
護
を
し
な
が
ら
活
躍
で

き
る
職
場
環
境
の
整
備

六

家
事
、
育
児
や
介
護
を
し
な
が
ら
活
躍
で

き
る
職
場
環
境
の
整
備

仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
制
度
の
利
用
が

女
性
職
員
に
偏
り
、
男
性
職
員
の
利
用
が
低

い
現
状
の
背
景
に
は
、
家
事
・
育
児
・
介
護

等
の
家
庭
責
任
の
た
め
に
、
男
性
が
仕
事
に

制
約
を
抱
え
る
こ
と
が
当
然
と
は
受
け
止
め

ら
れ
に
く
い
職
場
の
風
土
や
性
別
役
割
分
担

意
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

職
場
風
土
は
、
様
々
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
背

景
に
も
な
り
や
す
い
。

仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
制
度
の
利
用
が

女
性
職
員
に
偏
り
、
男
性
職
員
の
利
用
が
低

い
現
状
の
背
景
に
は
、
家
事
・
育
児
・
介
護

等
の
家
庭
責
任
の
た
め
に
、
男
性
が
仕
事
に

制
約
を
抱
え
る
こ
と
が
当
然
と
は
受
け
止
め

ら
れ
に
く
い
職
場
の
風
土
や
性
別
役
割
分
担

意
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

職
場
風
土
は
、
様
々
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
背

景
に
も
な
り
や
す
い
。
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こ
れ
か
ら
の
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
時
代

に
お
い
て
は
、
男
女
と
も
に
、
親
の
介
護
等

に
携
わ
る
職
員
が
増
加
す
る
。
制
度
の
周
知

や
管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
等
へ
の
意
識
啓

発
、
利
用
者
の
状
況
に
応
じ
た
き
め
細
か
い

対
応
等
に
よ
り
、
男
性
職
員
が
一
定
の
ま
と

ま
っ
た
期
間
、
休
暇
等
を
利
用
し
て
家
事
・

育
児
・
介
護
等
の
多
様
な
経
験
を
得
る
こ
と

は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
の
向
上
や
多
様
な
価

値
観
の
醸
成
等
を
通
じ
職
務
に
お
け
る
視
野

を
広
げ
る
な
ど
、
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に

と
っ
て
も
有
用
な
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
働
き
方
改
革
の
推
進
、
育
児
等
の
家
庭

生
活
に
理
解
の
あ
る
職
場
風
土
の
形
成
に
資

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
か
ら
の
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
時
代

に
お
い
て
は
、
男
女
共
に
、
親
の
介
護
等
に

携
わ
る
職
員
が
増
加
す
る
。
制
度
の
周
知
や

管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
等
へ
の
意
識
啓

発
、
利
用
者
の
状
況
に
応
じ
た
き
め
細
か
い

対
応
等
に
よ
り
、
男
性
職
員
が
一
定
の
ま
と

ま
っ
た
期
間
、
休
暇
等
を
利
用
し
て
家
事
・

育
児
・
介
護
等
の
多
様
な
経
験
を
得
る
こ
と

は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
の
向
上
や
多
様
な
価

値
観
の
醸
成
等
を
通
じ
職
務
に
お
け
る
視
野

を
広
げ
る
な
ど
、
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に

と
っ
て
も
有
用
な
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
働
き
方
改
革
の
推
進
、
育
児
等
の
家
庭

生
活
に
理
解
の
あ
る
職
場
風
土
の
形
成
に
資

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

七

女
性
の
健
康
上
の
特
性
に
係
る
取
組

（
新
設
）

健
康
上
の
課
題
は
男
女
を
問
わ
ず
全
て
の

人
が
抱
え
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る

が
、
特
に
女
性
に
つ
い
て
は
、
健
康
上
の
課

題
に
よ
る
就
労
へ
の
影
響
が
大
き
く
、
昇
進

や
管
理
職
に
な
る
こ
と
を
断
念
す
る
な
ど
の

キ
ャ
リ
ア
形
成
へ
の
妨
げ
に
も
な
っ
て
い

る
。
男
女
の
性
差
を
踏
ま
え
、
特
に
職
場
に

お
け
る
女
性
の
健
康
上
の
特
性
に
係
る
取
組

が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
一
方
、
健

康
に
関
し
て
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
が
特
に

求
め
ら
れ
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る

こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

女
性
の
健
康
上
の
特
性
へ
の
理
解
を
深
め

る
た
め
、
職
場
に
お
け
る
ヘ
ル
ス
リ
テ
ラ

シ
ー
向
上
の
た
め
の
取
組
や
、
女
性
が
相
談

し
や
す
い
体
制
づ
く
り
等
の
取
組
を
進
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
女
性
だ
け
で

な
く
職
員
全
体
を
対
象
と
し
て
取
り
組
む
こ

と
も
有
効
で
あ
る
。

第
三

特
定
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
等
に
向
け

た
手
順

第
三

特
定
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
等
に
向
け

た
手
順

（
略
）

（
略
）

・
職
員
の
男
女
の
給
与
の
額
の
差
異
の
状

況
は
、「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職

員
」
及
び
「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤

職
員
以
外
の
職
員
」
の
ま
と
ま
り
ご
と

に
把
握
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
を
総
計
し

た
全
職
員
に
係
る
状
況
を
把
握
す
る
こ

と
。
く
わ
え
て
、「
任
期
の
定
め
の
な
い

常
勤
職
員
」
に
つ
い
て
は
、
役
職
段
階

別
及
び
勤
続
年
数
別
に
よ
る
職
員
の
男

女
の
給
与
の
額
の
差
異
の
状
況
を
把
握

す
る
こ
と
。

・
離
職
者
の
年
代
別
割
合
は
、「
五
歳
ご

と
」
等
に
把
握
す
る
こ
と
。

・
超
過
勤
務
の
状
況
は
、組
織
の
単
位（
課

室
や
部
局
等
）
ご
と
等
に
区
分
し
て
把

握
す
る
こ
と
。
更
に
実
態
を
把
握
す
る

観
点
か
ら
は
、
超
過
勤
務
時
間
が
「
一

月
に
つ
い
て
四
十
五
時
間
」
や
「
一
年

に
つ
い
て
三
百
六
十
時
間
」
等
を
超
え

た
職
員
数
を
把
握
す
る
こ
と
。

・
超
過
勤
務
の
縮
減
に
向
け
た
取
組
の
有

効
性
を
検
証
す
る
観
点
か
ら
は
、
超
過

・
各
役
職
段
階
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割

合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伸
び
率
を
把
握

す
る
際
に
は
、
三
事
業
年
度
前
か
ら
の

変
化
等
を
捉
え
る
こ
と
。

・
各
役
職
段
階
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割

合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伸
び
率
を
把
握

勤
務
の
状
況
を
経
年
的
に
把
握
す
る
こ

と
。

こ
れ
ら
の
義
務
の
履
行
に
際
し
て
は
、
以
下

の
一
か
ら
六
ま
で
に
規
定
す
る
事
項
を
踏
ま
え

て
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
義
務
の
履
行
に
際
し
て
は
、
以
下

の
一
か
ら
六
ま
で
に
規
定
す
る
事
項
を
踏
ま
え

て
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

状
況
把
握
・
課
題
分
析

二

状
況
把
握
・
課
題
分
析

（
略
）

（
略
）

状
況
把
握
・
課
題
分
析
の
方
法

状
況
把
握
・
課
題
分
析
の
方
法

行
動
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
ま

ず
、
別
紙
四
の
第
一
欄
の
項
目
の
状
況
把

握
を
行
い
、
課
題
分
析
を
行
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
特
定
事
業
主
に

と
っ
て
課
題
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
事
項

に
つ
い
て
は
、
別
紙
四
の
第
二
欄
の
項
目

を
活
用
し
、
別
紙
五
の
観
点
も
参
考
に
、

更
に
そ
の
原
因
の
分
析
を
深
め
る
べ
き
で

あ
る
。

行
動
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
ま

ず
、
別
紙
四
の
第
一
欄
の
項
目
の
状
況
把

握
を
行
い
、
課
題
分
析
を
行
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
特
定
事
業
主
に

と
っ
て
課
題
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
事
項

に
つ
い
て
は
、
別
紙
四
の
第
二
欄
の
項
目

を
活
用
し
、
別
紙
五
の
観
点
も
参
考
に
、

更
に
そ
の
原
因
の
分
析
を
深
め
る
べ
き
で

あ
る
。

状
況
把
握
・
課
題
分
析
に
当
た
っ
て

は
、
以
下
の
方
法
に
よ
る
こ
と
に
留
意
さ

れ
た
い
が
、
各
特
定
事
業
主
の
実
情
に
応

じ
て
、他
に
適
切
な
方
法
が
あ
る
場
合
は
、

当
該
方
法
に
よ
る
把
握
・
分
析
も
効
果
的

で
あ
る
。

状
況
把
握
・
課
題
分
析
に
当
た
っ
て

は
、
以
下
の
方
法
に
よ
る
こ
と
に
留
意
さ

れ
た
い
が
、
各
特
定
事
業
主
の
実
情
に
応

じ
て
、他
に
適
切
な
方
法
が
あ
る
場
合
は
、

当
該
方
法
に
よ
る
把
握
・
分
析
も
効
果
的

で
あ
る
。
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・
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
対
策

の
整
備
状
況
は
、
特
定
事
業
主
の
措
置

義
務
が
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
や
人

事
院
規
則
等
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
て
い

る
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
、
被
害
の
防

止
の
観
点
で
行
う
研
修
や
制
度
の
周
知

の
状
況
、
相
談
窓
口
の
設
置
状
況
及
び

窓
口
担
当
者
等
が
相
談
を
受
け
た
後
に

適
切
な
対
応
を
と
る
た
め
の
「
対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
等
の
整
備
・
周
知
の
状
況

等
を
把
握
す
る
こ
と
。

・
女
性
の
健
康
上
の
特
性
に
係
る
取
組
の

状
況
は
、
女
性
の
健
康
上
の
特
性
に
関

す
る
研
修
や
婦
人
科
検
診
の
受
診
の
重

要
性
を
含
め
た
、
健
康
上
の
課
題
に
関

す
る
啓
発
等
、
職
場
に
お
け
る
ヘ
ル
ス

リ
テ
ラ
シ
ー
向
上
の
た
め
の
取
組
の
実

施
状
況
、
女
性
の
健
康
上
の
特
性
へ
の

配
慮
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
休
暇
制
度
や
柔
軟
な
働
き
方
を
可
能

と
す
る
制
度
の
周
知
の
状
況
、
女
性
が

健
康
上
の
課
題
を
相
談
し
や
す
い
体
制

等
の
整
備
・
周
知
の
状
況
等
を
把
握
す

る
こ
と
。

・
離
職
者
の
年
代
別
割
合
は
、「
五
歳
ご

と
」
等
に
把
握
す
る
こ
と
。

・
配
偶
者
出
産
休
暇
及
び
育
児
参
加
の
た

め
の
休
暇
の
合
計
取
得
日
数
は
、
国
の

各
府
省
等
の
政
府
目
標
と
な
っ
て
い
る

「
五
日
以
上
」
の
取
得
割
合
等
を
把
握

す
る
こ
と
。

・
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
対
策

の
整
備
状
況
は
、
特
定
事
業
主
の
措
置

義
務
が
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
や
人

事
院
規
則
等
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
て
い

る
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
、
被
害
の
防

止
の
観
点
で
行
う
研
修
や
制
度
の
周
知

の
状
況
、
相
談
窓
口
の
設
置
状
況
及
び

窓
口
担
当
者
等
が
相
談
を
受
け
た
後
に

適
切
な
対
応
を
と
る
た
め
の
「
対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
等
の
整
備
・
周
知
の
状
況

等
を
把
握
す
る
こ
と
。

・
職
員
の
配
置
の
状
況
は
、
女
性
職
員
が

配
属
さ
れ
て
い
な
い
職
場
の
有
無
等
を

把
握
し
、
さ
ら
に
、
当
該
職
場
の
超
過

勤
務
の
状
況
や
男
性
の
育
児
休
業
等
の

取
得
状
況
を
重
ね
て
職
場
の
課
題
を
分

析
す
る
こ
と
。

年
度
任
用
職
員
の
育
児
休
業
等
の
両
立

支
援
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
度
の

整
備
状
況
等
も
併
せ
て
把
握
す
る
こ

と
。

・
男
性
職
員
の
育
児
休
業
の
取
得
期
間
に

つ
い
て
一
月
以
下
が
多
い
場
合
に
は
、

・
将
来
的
な
育
成
に
向
け
た
教
育
訓
練
の

受
講
状
況
は
、
選
抜
型
の
研
修
へ
の
参

三

行
動
計
画
の
策
定

三

行
動
計
画
の
策
定

（
略
）

（
略
）

計
画
期
間
の
決
定

計
画
期
間
の
決
定

法
は
令
和
十
七
年
度
ま
で
の
時
限
立
法

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
行
動
計
画
の
計
画

期
間
の
決
定
に
際
し
て
は
、
計
画
期
間
内

に
数
値
目
標
の
達
成
を
目
指
す
こ
と
を
念

頭
に
、
令
和
八
年
度
か
ら
令
和
十
七
年
度

ま
で
の
十
年
間
を
、
各
特
定
事
業
主
の
実

情
に
応
じ
て
お
お
む
ね
二
年
間
か
ら
五
年

間
程
度
に
区
切
る
こ
と
と
す
る
と
と
も

に
、
定
期
的
に
行
動
計
画
の
進
捗
を
検
証

し
な
が
ら
、
改
定
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が

望
ま
し
い
。

法
は
令
和
七
年
度
ま
で
の
時
限
立
法
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
行
動
計
画
の
計
画
期

間
の
決
定
に
際
し
て
は
、
計
画
期
間
内
に

数
値
目
標
の
達
成
を
目
指
す
こ
と
を
念
頭

に
、
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
令
和
七
年
度

ま
で
の
十
年
間
を
、
各
特
定
事
業
主
の
実

情
に
応
じ
て
お
お
む
ね
二
年
間
か
ら
五
年

間
程
度
に
区
切
る
こ
と
と
す
る
と
と
も

に
、
定
期
的
に
行
動
計
画
の
進
捗
を
検
証

し
な
が
ら
、
改
定
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が

望
ま
し
い
。

・
職
員
の
配
置
の
状
況
は
、
女
性
職
員
が

配
属
さ
れ
て
い
な
い
職
場
の
有
無
等
を

把
握
し
、
さ
ら
に
、
当
該
職
場
の
超
過

勤
務
の
状
況
や
男
性
の
育
児
休
業
等
の

取
得
状
況
を
重
ね
て
職
場
の
課
題
を
分

析
す
る
こ
と
。

・
将
来
的
な
育
成
に
向
け
た
教
育
訓
練
の

受
講
状
況
は
、
選
抜
型
の
研
修
へ
の
参

加
や
在
外
機
関
へ
の
異
動
等
に
性
別
の

偏
り
が
な
い
か
を
把
握
す
る
こ
と
。

・
男
性
職
員
の
育
児
休
業
の
取
得
期
間
に

つ
い
て
一
月
以
下
が
多
い
場
合
に
は
、

「
五
日
未
満
」
や
「
二
週
間
未
満
」
等

に
単
位
を
細
分
化
し
て
把
握
す
る
こ

と
。

・
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
六
十
一
号
）
の
改
正
に
よ
り
令

和
二
年
度
か
ら
運
用
開
始
と
な
る
会
計

す
る
際
に
は
、
三
事
業
年
度
前
か
ら
の

変
化
等
を
捉
え
る
こ
と
。

・
配
偶
者
出
産
休
暇
及
び
育
児
参
加
の
た

め
の
休
暇
の
合
計
取
得
日
数
は
、
国
の

各
府
省
等
の
政
府
目
標
と
な
っ
て
い
る

「
五
日
以
上
」
の
取
得
割
合
等
を
把
握

す
る
こ
と
。

・
超
過
勤
務
の
状
況
は
、「
内
部
部
局
等
」

及
び
「
内
部
部
局
等
以
外
」
の
ま
と
ま

り
ご
と
に
把
握
す
る
ほ
か
、
男
女
別
や

組
織
の
単
位
（
課
室
や
部
局
等
）
ご
と

等
に
区
分
し
て
把
握
す
る
こ
と
。
更
に

実
態
を
把
握
す
る
観
点
か
ら
は
、
超
過

勤
務
時
間
が
「
一
月
に
つ
い
て
四
十
五

時
間
」
や
「
一
年
に
つ
い
て
三
百
六
十

時
間
」
等
を
超
え
た
職
員
数
を
把
握
す

る
こ
と
。

・
超
過
勤
務
の
縮
減
に
向
け
た
取
組
の
有

効
性
を
検
証
す
る
観
点
か
ら
は
、
超
過

勤
務
の
状
況
を
経
年
的
に
把
握
す
る
こ

と
。

・
年
次
休
暇
等
の
取
得
状
況
は
、「
一
年
の

年
次
休
暇
等
が
二
十
日
以
上
付
与
さ
れ

た
者
の
平
均
取
得
日
数
」
や
「
取
得
日

数
が
五
日
未
満
の
職
員
割
合
」
等
を
把

握
す
る
こ
と
。

・
年
次
休
暇
等
の
取
得
状
況
は
、「
一
年
の

年
次
休
暇
等
が
二
十
日
以
上
付
与
さ
れ

た
者
の
平
均
取
得
日
数
」
や
「
取
得
日

数
が
五
日
未
満
の
職
員
割
合
」
等
を
把

握
す
る
こ
と
。

・
職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異
の
状
況

は
、「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
」

及
び
「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員

以
外
の
職
員
」
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
把

握
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
を
総
計
し
た
全

職
員
に
係
る
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
。

加
え
て
、「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職

員
」
に
つ
い
て
は
、
役
職
段
階
別
及
び

勤
続
年
数
別
に
よ
る
職
員
の
給
与
の
男

女
の
差
異
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
。

「
一
週
間
未
満
」
や
「
一
週
間
以
上
二

週
間
未
満
」
等
に
単
位
を
細
分
化
し
て

把
握
す
る
こ
と
。

加
や
在
外
機
関
へ
の
異
動
等
に
性
別
の

偏
り
が
な
い
か
を
把
握
す
る
こ
と
。
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数
値
目
標
の
設
定

数
値
目
標
の
設
定

数
値
目
標
の
設
定
の
対
象
に
つ
い
て

は
、
状
況
把
握
・
課
題
分
析
の
結
果
、
各

特
定
事
業
主
に
と
っ
て
課
題
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
た
も
の
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る

が
、
職
業
生
活
に
お
け
る
女
性
の
継
続
的

な
活
躍
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ

の
任
用
し
、
又
は
任
用
し
よ
う
と
す
る
女

性
に
対
す
る
職
業
生
活
に
関
す
る
機
会
の

提
供
と
そ
の
任
用
す
る
職
員
の
職
業
生
活

と
家
庭
生
活
と
の
両
立
に
資
す
る
勤
務
環

境
の
整
備
に
関
す
る
取
組
を
バ
ラ
ン
ス
よ

く
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
状
況
把
握
・
課
題
分
析
の
結
果

を
勘
案
し
た
上
で
、
別
紙
四
の

及
び

の
区
分
に
属
す
る
状
況
把
握
項
目
に
関
連

す
る
数
値
目
標
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
以
上
設

定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

数
値
目
標
の
設
定
の
対
象
に
つ
い
て

は
、
状
況
把
握
・
課
題
分
析
の
結
果
、
各

特
定
事
業
主
に
と
っ
て
課
題
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
た
も
の
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る

が
、
職
業
生
活
に
お
け
る
女
性
の
継
続
的

な
活
躍
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ

の
任
用
し
、
又
は
任
用
し
よ
う
と
す
る
女

性
に
対
す
る
職
業
生
活
に
関
す
る
機
会
の

提
供
と
そ
の
任
用
す
る
職
員
の
職
業
生
活

と
家
庭
生
活
と
の
両
立
に
資
す
る
勤
務
環

境
の
整
備
に
関
す
る
取
組
を
バ
ラ
ン
ス
よ

く
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
状
況
把
握
・
課
題
分
析
の
結
果

を
勘
案
し
た
上
で
、
別
紙
四
の

及
び

の
区
分
に
属
す
る
状
況
把
握
項
目
に
関
連

す
る
数
値
目
標
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
以
上
設

定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

数
値
目
標
に
つ
い
て
は
、
実
数
、割
合
、

倍
数
等
数
値
を
用
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
い

ず
れ
で
も
よ
い
。

数
値
目
標
に
つ
い
て
は
、
実
数
、割
合
、

倍
数
等
数
値
を
用
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
い

ず
れ
で
も
よ
い
。

数
値
目
標
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
計
画

期
間
内
に
達
成
を
目
指
す
も
の
と
し
て
、

過
去
の
実
績
、
将
来
の
見
込
み
や
同
種
の

他
団
体
な
ど
と
の
比
較
も
踏
ま
え
、
各
特

定
事
業
主
の
実
情
に
見
合
っ
た
水
準
と
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

数
値
目
標
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
計
画

期
間
内
に
達
成
を
目
指
す
も
の
と
し
て
、

過
去
の
実
績
、
将
来
の
見
込
み
や
同
種
の

他
団
体
な
ど
と
の
比
較
も
踏
ま
え
、
各
特

定
事
業
主
の
実
情
に
見
合
っ
た
水
準
と
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

各
府
省
等
に
お
い
て
は
、少
な
く
と
も
、

女
性
職
員
の
採
用
・
登
用
と
、
男
性
職
員

の
育
児
休
業
取
得
率
、
配
偶
者
出
産
休
暇

及
び
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
取
得
の
状

況
並
び
に
超
過
勤
務
の
状
況
に
つ
い
て

は
、
数
値
目
標
を
設
定
し
、
積
極
的
に
取

り
組
む
も
の
と
す
る
。

な
お
、
各
府
省
等
に
お
い
て
は
、
少
な

く
と
も
、
女
性
職
員
の
採
用
・
登
用
と
、

男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
率
、
配
偶
者

出
産
休
暇
及
び
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇

に
つ
い
て
は
、
数
値
目
標
を
設
定
し
、
積

極
的
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、

各
特
定
事
業
主
に
お
け
る
状
況
把
握
・
課

題
分
析
の
結
果
を
勘
案
し
つ
つ
、
国
の
各

府
省
等
に
お
け
る
取
組
も
参
考
に
し
な
が

ら
数
値
目
標
を
設
定
し
、
主
体
的
か
つ
積

極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、

各
特
定
事
業
主
に
お
け
る
状
況
把
握
・
課

題
分
析
の
結
果
を
勘
案
し
つ
つ
、
国
の
各

府
省
等
に
お
け
る
取
組
も
参
考
に
し
な
が

ら
数
値
目
標
を
設
定
し
、
主
体
的
か
つ
積

極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
数
値
目
標
の
設
定
に
加
え
、
定

性
的
な
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。

取
組
内
容
の
選
定
・
実
施
時
期
の
決
定

取
組
内
容
の
選
定
・
実
施
時
期
の
決
定

行
動
計
画
に
盛
り
込
む
取
組
内
容
を
決

定
す
る
に
際
し
て
は
、ま
ず
、状
況
把
握
・

課
題
分
析
の
結
果
、
数
値
目
標
の
設
定
を

行
っ
た
も
の
か
ら
優
先
的
に
、
そ
の
数
値

目
標
の
達
成
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
取
組

を
行
っ
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
を

行
う
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。

行
動
計
画
に
盛
り
込
む
取
組
内
容
を
決

定
す
る
に
際
し
て
は
、ま
ず
、状
況
把
握
・

課
題
分
析
の
結
果
、
数
値
目
標
の
設
定
を

行
っ
た
も
の
か
ら
優
先
的
に
、
そ
の
数
値

目
標
の
達
成
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
取
組

を
行
っ
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
を

行
う
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。

第
二
で
述
べ
た
特
に
取
り
組
む
べ
き
長

時
間
勤
務
の
是
正
な
ど
の
働
き
方
改
革
、

性
別
に
か
か
わ
り
な
い
職
務
の
機
会
付
与

と
適
切
な
評
価
に
基
づ
く
登
用
及
び
男
性

の
家
庭
生
活
（
家
事
及
び
育
児
等
）
へ
の

参
加
促
進
に
つ
い
て
、
各
特
定
事
業
主
に

お
い
て
、
当
該
特
定
事
業
主
の
実
情
に
応

じ
て
積
極
的
か
つ
主
体
的
に
各
課
題
の
解

決
に
向
け
た
多
様
な
取
組
を
取
り
上
げ
、

こ
れ
ら
の
取
組
を
総
合
的
に
進
め
て
い
く

こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
で
述
べ
た
特
に
取
り
組
む
べ
き
長

時
間
勤
務
の
是
正
な
ど
の
働
き
方
改
革
、

性
別
に
か
か
わ
り
な
い
職
務
の
機
会
付
与

と
適
切
な
評
価
に
基
づ
く
登
用
及
び
男
性

の
家
庭
生
活
（
家
事
及
び
育
児
等
）
へ
の

参
加
促
進
に
つ
い
て
、
各
特
定
事
業
主
に

お
い
て
、
当
該
特
定
事
業
主
の
実
情
に
応

じ
て
積
極
的
か
つ
主
体
的
に
各
課
題
の
解

決
に
向
け
た
多
様
な
取
組
を
取
り
上
げ
、

こ
れ
ら
の
取
組
を
総
合
的
に
進
め
て
い
く

こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
時
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
女
性
の
就

業
継
続
等
に
特
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
、

そ
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
を
阻
害
す

る
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
認
識
の
下
、
具
体
的
な
取
組

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
別
紙
五
も
参
考
に

し
つ
つ
、
実
施
時
期
も
併
せ
て
決
定
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。

こ
う
し
た
認
識
の
下
、
具
体
的
な
取
組

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
別
紙
五
も
参
考
に

し
つ
つ
、
実
施
時
期
も
併
せ
て
決
定
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、
計
画

期
間
終
了
時
ま
で
を
実
施
時
期
と
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
、
個
別
に
記
載

す
る
必
要
は
な
い
。

な
お
、
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、
計
画

期
間
終
了
時
ま
で
を
実
施
時
期
と
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
、
個
別
に
記
載

す
る
必
要
は
な
い
。

そ
の
他

そ
の
他

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基

づ
く
行
動
計
画
等
と
の
一
体
的
策
定

ロ

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基

づ
く
行
動
計
画
等
と
の
一
体
的
策
定

法
に
基
づ
く
行
動
計
画
は
、
状
況
把

握
・
課
題
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
そ
の

結
果
を
勘
案
し
て
、
計
画
期
間
、
数
値

法
に
基
づ
く
行
動
計
画
は
、
状
況
把

握
・
課
題
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
そ
の

結
果
を
勘
案
し
て
、
計
画
期
間
、
数
値
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目
標
、
取
組
内
容
及
び
実
施
時
期
を
定

め
る
必
要
が
あ
る
（
法
第
十
九
条
第
二

項
及
び
第
三
項
）。

目
標
、
取
組
内
容
及
び
実
施
時
期
を
定

め
る
必
要
が
あ
る
（
法
第
十
九
条
第
二

項
及
び
第
三
項
）。

一
方
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

法
に
基
づ
く
行
動
計
画
は
、計
画
期
間
、

目
標
、
対
策
内
容
及
び
実
施
時
期
を
定

め
る
必
要
が
あ
る
。

一
方
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

法
に
基
づ
く
行
動
計
画
は
、計
画
期
間
、

目
標
（
数
値
目
標
に
限
ら
な
い
。）、
対

策
内
容
及
び
実
施
時
期
を
定
め
る
必
要

が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
両
法
律
に
定
め
る
要
件
を

満
た
し
て
い
れ
ば
、
両
法
律
に
基
づ
く

行
動
計
画
を
一
体
的
に
策
定
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、各
府
省
等
は
、

採
用
昇
任
等
基
本
方
針
（
平
成
二
十
六

年
六
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
の
５

に
基
づ
き
策
定
し
た
取
組
計
画
と
法
に

基
づ
く
行
動
計
画
を
一
体
的
に
策
定
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
両
法
律
に
定
め
る
要
件
を

満
た
し
て
い
れ
ば
、
両
法
律
に
基
づ
く

行
動
計
画
を
一
体
的
に
策
定
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、各
府
省
等
は
、

採
用
昇
任
等
基
本
方
針
（
平
成
二
十
六

年
六
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
の
５

に
基
づ
き
策
定
し
た
取
組
計
画
と
法
に

基
づ
く
行
動
計
画
を
一
体
的
に
策
定
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

な
お
、
一
体
的
に
策
定
し
た
場
合
、

法
に
基
づ
く
行
動
計
画
で
あ
る
旨
及
び

法
に
基
づ
く
部
分
を
、
分
か
り
や
す
く

明
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
一
体
的
に
策
定
し
た
場
合
、

法
に
基
づ
く
行
動
計
画
で
あ
る
旨
及
び

法
に
基
づ
く
部
分
を
、
分
か
り
や
す
く

明
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

四

（
略
）

四

（
略
）

五

行
動
計
画
の
推
進
等

五

行
動
計
画
の
推
進
等

行
動
計
画
の
推
進
体
制

行
動
計
画
の
推
進
体
制

行
動
計
画
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
毎

年
少
な
く
と
も
一
回
、
数
値
目
標
の
達
成

状
況
や
、
行
動
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
実

施
状
況
の
点
検
・
評
価
を
実
施
し
、
そ
の

結
果
を
そ
の
後
の
取
組
や
計
画
に
反
映
さ

せ
る
、Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク
ル
を
確
立
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

行
動
計
画
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
毎

年
少
な
く
と
も
一
回
、
数
値
目
標
の
達
成

状
況
や
、
行
動
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
実

施
状
況
の
点
検
・
評
価
を
実
施
し
、
そ
の

結
果
を
そ
の
後
の
取
組
や
計
画
に
反
映
さ

せ
る
、Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク
ル
を
確
立
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
、
行
動
計
画
の
策
定
に
際

し
て
状
況
把
握
を
行
っ
た
女
性
の
活
躍
に

関
す
る
状
況
の
数
値
の
改
善
状
況
に
つ
い

て
も
、
併
せ
て
点
検
・
評
価
を
行
う
こ
と

が
効
果
的
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
、
行
動
計
画
の
策
定
に
際

し
て
状
況
把
握
を
行
っ
た
女
性
の
活
躍
に

関
す
る
状
況
の
数
値
の
改
善
状
況
に
つ
い

て
も
、
併
せ
て
点
検
・
評
価
を
行
う
こ
と

が
効
果
的
で
あ
る
。

ま
た
、
行
動
計
画
の
改
定
に
向
け
た
検

討
の
際
に
は
、
職
場
の
実
情
を
踏
ま
え
た

実
施
状
況
の
的
確
な
点
検
を
基
に
行
う
こ

と
も
重
要
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
職

ま
た
、
行
動
計
画
の
改
定
に
向
け
た
検

討
の
際
に
は
、
職
場
の
実
情
を
踏
ま
え
た

実
施
状
況
の
的
確
な
点
検
を
基
に
行
う
こ

と
も
重
要
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
職

な
お
、
関
係
法
令
の
改
正
に
伴
う
規
定

の
整
理
、
誤
記
の
訂
正
、
人
又
は
物
の
呼

称
の
変
更
等
、
行
動
計
画
の
内
容
に
直
接

関
係
し
な
い
軽
微
な
変
更
を
す
る
場
合

は
、
状
況
把
握
・
課
題
分
析
及
び
職
員
に

対
す
る
周
知
を
行
わ
な
く
て
も
よ
い
。

（
略
）

（
略
）

員
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
、
職
員

と
の
意
見
交
換
等
を
実
施
す
る
な
ど
、
職

場
の
実
情
の
的
確
な
把
握
に
努
め
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

員
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
、
職
員

と
の
意
見
交
換
等
を
実
施
す
る
な
ど
、
職

場
の
実
情
の
的
確
な
把
握
に
努
め
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

六

情
報
の
公
表

六

情
報
の
公
表

（
略
）

（
略
）

情
報
の
公
表
の
項
目
及
び
方
法

情
報
の
公
表
の
項
目
及
び
方
法

情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
別
紙
六
の

か
ら

ま
で
並
び
に

及
び

の

ほ
か
、
別
紙
六
の

及
び

の
区
分
の
項

目
（

及
び

を
除
く
。）の
中
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
以
上
を
選
択
し
て
、
広
報

誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
等
、
求
職

者
が
容
易
に
閲
覧
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て

行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
行
動

計
画
策
定
の
際
に
状
況
把
握
・
課
題
分
析

し
た
項
目
か
ら
選
択
す
る
こ
と
が
基
本
で

あ
り
、
可
能
な
限
り
多
く
の
項
目
を
積
極

的
に
公
表
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。ま
た
、

別
紙
六
の

と
し
て
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
対
策
の
整
備
状
況
、

女
性
の
健
康
上
の
特
性
に
係
る
取
組
の
状

況
、
特
定
事
業
主
と
し
て
実
施
す
る
教
育

訓
練
・
研
修
の
概
要
及
び
中
途
採
用
の
概

要
等
が
、
同
表
の

と
し
て
は
、
テ
レ

ワ
ー
ク
や
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
等
の
柔

軟
な
働
き
方
に
資
す
る
制
度
の
概
要
及
び

そ
の
円
滑
な
施
行
の
た
め
特
定
事
業
主
が

実
施
す
る
取
組
の
概
要
等
が
考
え
ら
れ

る
。

情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
別
紙
六
の

の
ほ
か
、
別
紙
六
の

及
び

の
区

分
の
項
目
（

及
び

並
び
に

を

除
く
。）の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
以
上
を

選
択
し
て
、
広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

の
掲
載
等
、
求
職
者
が
容
易
に
閲
覧
で
き

る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ

の
際
に
は
、
行
動
計
画
策
定
の
際
に
状
況

把
握
・
課
題
分
析
し
た
項
目
か
ら
選
択
す

る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
別
紙
四
の
第
一

欄
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
（
項
目
５

を
除
く
。）は
、
積
極
的
に
公
表
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
別
紙
六
の

と

し
て
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

等
対
策
の
整
備
状
況
、
特
定
事
業
主
と
し

て
実
施
す
る
教
育
訓
練
・
研
修
の
概
要
及

び
中
途
採
用
の
概
要
等
が
、
同
表
の

と
し
て
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
柔
軟
な
働

き
方
に
資
す
る
制
度
の
概
要
及
び
そ
の
円

滑
な
施
行
の
た
め
特
定
事
業
主
が
実
施
す

る
取
組
の
概
要
等
が
考
え
ら
れ
る
。

別
紙
六
の

か
ら

ま
で
並
び
に

及
び

に
つ
い
て
は
、
求
職
者
の
職
業

選
択
に
よ
り
資
す
る
よ
う
、
比
較
可
能
な

実
績
を
公
表
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

別
紙
六
の

に
つ
い
て
は
、
求
職
者

の
職
業
選
択
に
よ
り
資
す
る
よ
う
、
比
較

可
能
な
実
績
を
公
表
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
当
該
項
目
に
つ
い
て
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こ
の
た
め
、
当
該
項
目
に
つ
い
て
は
、
そ

の
実
績
を
、内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
長
、

内
閣
官
房
内
閣
人
事
局
人
事
政
策
統
括
官

及
び
総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
長
の

定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
算
出
し
、
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
各
特
定
事
業
主

の
実
情
に
応
じ
て
、
更
に
詳
細
な
区
分
に

よ
り
公
表
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

は
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
、
内
閣
府
男

女
共
同
参
画
局
長
、
内
閣
官
房
内
閣
人
事

局
人
事
政
策
統
括
官
及
び
総
務
省
自
治
行

政
局
公
務
員
部
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ

て
算
出
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
ま

た
、
各
特
定
事
業
主
の
実
情
に
応
じ
て
、

更
に
詳
細
な
区
分
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。

そ
の
際
、
当
該
項
目
に
つ
い
て
は
、
指

標
の
大
小
そ
れ
自
体
の
み
に
着
目
す
る
の

で
は
な
く
、
要
因
及
び
課
題
の
分
析
を
行

い
、
改
善
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら

の
実
績
を
公
表
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
単

に
数
値
の
情
報
を
公
表
す
る
だ
け
で
な

く
、
要
因
及
び
課
題
の
分
析
の
結
果
等
の

よ
り
詳
細
な
情
報
や
補
足
的
な
情
報
を
公

表
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
追
加
的
な
情
報
公
表
を
行
う
こ
と
が
望

ま
し
い
。

・
「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
」
及

び
「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
以

外
の
職
員
」
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
職
員

の
給
与
の
男
女
の
差
異
の
実
績
の
ほ

か
、
こ
れ
ら
を
総
計
し
た
全
職
員
に
係

る
給
与
の
男
女
の
差
異
の
実
績

・
「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
」
に

つ
い
て
、
役
職
段
階
別
及
び
勤
続
年
数

別
に
よ
る
職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異

の
実
績

公
表
に
際
し
て
は
、
求
職
者
の
選
択
に

よ
り
資
す
る
よ
う
、
情
報
の
公
表
項
目
と

併
せ
て
、
行
動
計
画
を
一
体
的
に
閲
覧
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

公
表
に
際
し
て
は
、
求
職
者
の
選
択
に

よ
り
資
す
る
よ
う
、
情
報
の
公
表
項
目
と

併
せ
て
、
行
動
計
画
を
一
体
的
に
閲
覧
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
別
紙
六
の
任
意
の
項
目
に
つ
い

て
は
、
必
ず
し
も
全
て
の
項
目
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
が
、

一
般
事
業
主
に
対
し
率
先
垂
範
す
べ
き
公

務
部
門
と
し
て
積
極
的
に
公
表
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
公
表
範
囲
そ
の
も

の
が
特
定
事
業
主
の
女
性
活
躍
推
進
に
対

す
る
姿
勢
を
表
す
も
の
と
し
て
、
求
職
者

の
職
業
選
択
の
要
素
と
な
る
こ
と
に
留
意

が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、
各
府
省
等
に
お

い
て
は
、
率
先
垂
範
し
て
進
め
る
べ
き
立

場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
て
の
項
目
を
公

表
す
る
よ
う
、
積
極
的
に
取
り
組
む
も
の

と
す
る
。

な
お
、別
紙
六
の
項
目（

を
除
く
。）

に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
全
て
の
項
目
を

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な

い
が
、
一
般
事
業
主
に
対
し
率
先
垂
範
す

べ
き
公
務
部
門
と
し
て
積
極
的
に
公
表
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
略
）

（
略
）

別
紙
一
（
第
二
部
第
二
の
二

及
び
三

関
係
）
か
ら
別
紙
六
（
第
三
部
第
三
の
六

関
係
）
ま
で
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
部
第
二
の
一

の
改
正
規
定
は
、
労
働
施

策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
（
次
項
に
お
い
て
「
新
指
針
」
と
い
う
。）第
二
部
第
二

の
二
か
ら
五
ま
で
の
規
定
は
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。）に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
行
動
計
画
で
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
適
用
日
」
と
い
う
。）

前
に
そ
の
計
画
期
間
が
開
始
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

新
指
針
第
二
部
第
二
の
六
の
規
定
は
、
適
用
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
お
い
て
行
わ
れ
る

法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表
か
ら
適
用
す
る
。




